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文 教 常 任 委 員 会 記 録

１．会議日時

平成１９年３月１３日（火）午前１０時　　　　開会

　　　　　　　　　　　　　午後　３時３７分　閉会

１．場所

大会議室

１．出席委員

委 員 長� 嶋野浩一朗 � 副委員長� 川口純子 � 委　　員� 森西　正

委　　員� 藤浦雅彦 � 委　　員� 石橋徳治 � 委　　員� 山本善信

１．欠席委員

なし

１．説明のため出席した者

市　長　森山一正� 助　役　小野　吉孝� 教育長　和島　剛

教育総務部長　羽原　修� 同部理事　福元　実�

同部次長兼総務課長　馬場　博　　　同部参事兼学校教育課長　大路　守

総務課参事　岩見賢一郎� 学務課長　田橋正一� 同課参事　北野人士

学校教育課指導主事　筒井　豊　　同課指導主事　宮地　仁

人権教育室長　平松直樹� 教育研究所長　山本　泉

生涯学習部長　奥田秋広� 同部次長兼生涯学習スポーツ課長　中岡曰生

同課参事　田川昭義� 青少年課長　池上　彰� 同課参事　小林寿弘

市民図書館長　高山真弓� 同館参事　高田繁夫

１．出席した議会事務局職員

事務局次長代理　上　清隆� 　同局主幹　日垣智之

１．審査案件（審査順）

議案第　１号　平成１９年度摂津市一般会計予算所管分

議案第　９号　平成１８年度摂津市一般会計補正予算所管分

議案第２６号　摂津市私立幼稚園の園児の保護者に対する補助金交付条例の一部を改

正する条例制定の件

議案第２７号　摂津市スポーツ広場条例の一部を改正する条例制定の件
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（午前１０時　開会）

○嶋野委員長　ただいまから文教常任委

員会を再開します。

　本日の委員会記録署名委員は、石橋委

員を指名します。

　昨日に引き続き、議案第１号所管分及

び議案第９号所管分の審査を行います。

質疑のある方の挙手を求めます。川口委

員。

○川口委員　おはようございます。よろ

しくお願いいたします。

　補正予算と予算に関係する問題で最初

に小学校の統廃合に係る分で、柳田小学

校、味舌東小学校、鳥飼西小学校の耐震

補強ということで、そういうことも入っ

てると思いますので、ちょっとお手元に、

きのう私がいただきました資料で、この

方がわかりやすいかなと思いましたので

委員長に許可を得て資料を皆さんにお配

りさせていただいておりますのでよろし

くお願いいたします。

　補正予算の９ページですね。繰越明許

費が載っておりまして、それとあわせて

６５ページに補正予算が載っております

が、この数字の内訳ですね。建設事業費

とあわせて内容と詳しい中身についてお

知らせください。

　それから、補正予算の６８ページです

ね。青少年対策費の学童保育指導員の賃

金が１，０００万円の減ということで、

説明では配置計画の変更ということでし

たけども、丸い数字で出てるわけですが、

このことについてはどういうことなのか

お答えください。

　それから、本会議での答弁でも教育長

の方で児童への、味舌東小学校での統合

に係る安全対策、それから地元への説明、

そういうことで登下校の安全や周辺住民

の方々の通行の安全を確保していると、

こういうことだったんですが、実態につ

いていろいろお聞きもしていることもあ

りますので、そういう点についてはどう

なのかお聞きしたいと思います。

　予算書の４３ページ。概要で言います

と１１８ページなんですが、味舌東小学

校の増改築分の工事外ということで、こ

の「外」というのは何なのか。

　今、お手元にお配りしております資料

の中でわかるのかも知れませんけれども、

数字が変わってる分もあるかと思います

ので確認をしたいと思います。

　それから、予算書の１９０ページ、概

要で１０８ページですけれども、障害児

介助賃金と、それから障害児等支援員賃

金、概要の１１２ページには特別支援教

育推進事業ということで３０万円が計上

されているわけですが、これまでにもお

聞きをしてきました障害児介助員、ずっ

と９名のままでいてるわけですが、決算

のときにもお聞きしているかもしれませ

んが、ＬＤ、ＡＤＨＤという、そういう

新たな学習障害というか、そういう子ど

もたちもふえてきていると、そういう中

でこの連携といいますか、体制はどうなっ

ていくのか。

　それから、本会議での答弁でも養護学

級もふえてきていると。そういうことも

答弁をされておりましたが、１９年度の

養護学級の状況と、今、ご質問いたしま

した連携ですね。どういうふうに実施さ

れているのか、このことについてお聞き

したいと思います。

　概要の１１３ページの人権教育研究会

助成事業で人権教育研究会補助金が出て

おりますが、この内容についてお聞きを

したいと思います。

　それから、１１１ページの教務用品支

給事業で３００万円、教師用の図書及び

児童・生徒用の副読本を支給としていま

すけれども、この内容についてもお聞き
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したいと思います。

　次に、概要の１１１ページ、学力定着

度調査、昨日もいろいろ質問がされたわ

けですけれども、ことし文部科学省の方

が４月２４日に全国学力一斉テストとい

うのを行うと聞いておりますけれども、

市教育委員会の方に、その内容について

はどのように報告されているのかという

ことと。

　それから、学力度定着度調査、この中

身についてはきのうの答弁もあるわけで

すが、この学力定着度調査をやる効果は

本当にあるのかどうか、必要性があるの

かどうか、この点について私は疑問も感

じているところなんですけれども、この

点についてもお聞きしたいと思います。

　概要の１１５ページ、就学援助金制度

です。これは昨年も摂津市は大阪府下で

トップの認定率ということで、一般新聞

でも報道されたところです。市長の市政

方針の中でも格差が広がっていると、こ

ういう中でこの制度が大変重要になって

きていると、そういうふうに思うわけで

す。

　修学旅行費の援助金というか、これま

で補助されていた、これもなくなってい

る中で就学援助金制度を後退させること

なく、ぜひ引き続き申請基準にきちんと

合う人については、この制度の周知を広

げていくとともに、制度の充実をしてい

ただきたいと思うわけですが、この点に

ついてはどういうふうな考え方を持って

おられるのかですね。

　それから、一般新聞でもいろいろ報道

されております。給食費や修学旅行費な

どが払えないご家庭もふえてきている。

こういうことも言われておりますが、こ

れまで渡辺委員などが、この修学旅行の

件でいろいろご質問もされてきました。

私は、小学校の子どもたちが広島に修学

旅行に行って、世界でただ一つの被爆国

として被爆の実態をしっかりと見て、そ

してそれ以外にも生徒同士で触れ合う、

学習の集大成として修学旅行があるとい

う位置づけで考えておりますけれども、

前に問題になりました業者の選定といい

ますか、ずっと長年にわたって同じ業者

で受けていたのではないかと、こういう

ことについては改善が図られてきている

のか、この点についてもお聞きしたいと

思います。

　概要の１２８ページの学童保育室の整

備なんですが、来年度の入室状況を見た

ときに６５７人ということで、鳥飼西小

学校は、今、住宅開発が大変進んでいて、

１枚の住宅のチラシを見ただけでも約１

００軒近くの住宅開発が行われている。

鳥飼西小校区でもね。そういうのが入る

ような状況。また、別府小学校区でも、

こんな町があるのかなと驚くほど、もみ

の木タウンができますなんて、子育て支

援をするという、こういうチラシも入っ

て約４０軒近くの住宅開発もあるという

ことで、大変住宅建設が進んでおります。

　こういう中で学童保育は代表質問でも

申し上げましたけれども、年々ふえてき

ていくんではないかと。共働きのご家庭

もふえてきている。こういう中で来年度

の入室状況を見たときに、この学童保育

室の整備については、どういう考えを持っ

ておられるのかお聞きしたいと思います。

　概要の１２９ページの、これとあわせ

て放課後子ども教室、これがきのうも質

疑が出ておりましたけれども、これはス

タッフを確保するということが大変困難

であるということで、私もＰＴＡで土曜

日にやっておられる子ども教室の方から

も、ほんとにヘトヘトになって大変だっ

たというふうな意見も聞いてるわけです

けれども、これを充実をしていくスタッ
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フの体制を確立していくというのは大変、

やっぱり難しいんではないかなと。ＰＴ

Ａの役員のなり手もなかなかない中で、

ボランティアだけではできないというこ

ともあると思いますし、シルバーで行っ

ておられる方でも、もうほんとにやりた

くないという声も聞いてるんですね。ほ

んとにヘトヘトになって帰ってきたとい

うようなことも聞いております。

　この充実は必要だとは思うんですけれ

ども、学童保育室との連携をどういうふ

うに図っていこうとされているのかです

ね。

　それとあわせて、これは文教常任委員

会だけには限りませんけれども、公共施

設の配置については、今後、有識者の方

たちも集めてということで、やっていき

たいということがありましたけれども、

子どもたちにかかわる社会教育施設です

ね。社会教育施設というのが実際には、

やっぱりこの摂津では、なかなか少ない、

そういうふうに思います。

　以南、以北の格差といいますか、そう

いうのも、きのうも出ておりましたけれ

ども、第１児童センターしかないわけで

ありまして、児童センターなんかについ

てもやっぱり安威川以南でも必要ではな

いかなと、そういうふうに思うわけです

けれども、教育委員会にかかわる社会教

育施設として全く学校以外で子どもたち

のそういう施設について、例えば生涯学

習施設とか、そういうのについてはどう

考えておられるのかですね、この点につ

いてもお聞きしたいと思います。

　私立幼稚園保護者補助金については、

条例の改正のところで、またお聞きをし

たいと思っております。

　ただ一つ、来年度の公・私立の入園申

請状況、これについてお聞かせください。

　概要の１１７ページの給食事業ですね。

昨日の本委員会でも平成２０年から民営

化の方向でやっていきたいというふうな

答弁がありましたけれども、なぜ民営化

をするのかですね。それから、学校給食

のこれまでの摂津の歴史から見たときに、

学校給食はやっぱり学校教育の一環とし

て私は考えていますけれども、この中で

学校給食の大切さであるとか、そういう

ことについての考え方と民営化というこ

とについての、どうそれがきちんと保障

されていくのか、こういう点についても

お聞きしたいと思います。

　概要の１２６ページの生涯学習フェス

ティバル５０万円の予算が出ております

けれども、ことしの取り組みについては

どういう計画でやっていこうとされてい

るのかですね。昨年の取り組みについて

も大変好評であったと、そういうふうに

お聞きをしておりますが、この点につい

てお聞きをしたいと思います。

　概要１３２ページの昨日も質問があり

ました埋蔵文化財、この調査についてで

す。１４万８，０００円ということで予

算が出ておりますが、ＪＲ千里丘ガード

の拡幅工事などで貴重な遺物が出ており

ますし、吹田操車場跡地での遺跡につい

ても貴重な遺跡が出ているということで、

遺跡保存の会の皆さんが摂津市にも要望

を出されているかもしれませんが、大阪

府教委に対して、この貴重な遺跡を保存

をするようにということで要望をしてお

られます。こういう点について、どのよ

うなものが出ているのか、それから考え

方、どう対処されていこうとされている

のかお聞きしたいと思います。

　それから、概要の１３２ページの市民

図書館と千里丘公民館との図書の貸し出

しの関係です。ずっと、この委員会でも

取り上げてきましたし、一般質問でもやっ

てきましたけれども、人の手で貸し出し
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ができるようになっていると、こういう

ことなんですが、喜ばれていると思いま

す。

　今、公民館の中の職員の方々の努力に

よって、そういう貸し出しもできている

とは思うんですけれども、前に言いまし

たようにハンディスキャナといいますか、

そういうのがあれば、もっと、手書きで

しなくてもできるんではないかというこ

とで、この委員会でも２００万円の予算

が要るとおっしゃったと思うんですが、

このハンディスキャナなんかを導入する

ということについては全く考えがないの

か、要望を出しておられるのか、この点

と。それから、１年たちまして、やっぱ

りこういうふうにしてほしいとか、そう

いう要望は出ていないのか、その点をお

聞きしたいと思います。

　それに関しまして、小・中の図書購入

費なんですが、市内を見たときに図書を

売っている本屋さんといいますか、そう

いうお店が、なかなか大きな書店はない

と。千里丘の駅とか、そういうところに

はあるけれども、安威川以南などについ

ては、なかなかないということで私は小

学校や中学校の学校図書、これの充実も

すごく大事だなと思います。こういう中

で学校図書室の充実、それから専任司書

の配置について、どういうふうにされて

いこうとされているのか。実態と今後の

計画と。

　それから昨日も出ておりましたエアコ

ンなどの設置については優先的に行って

いこうと、こういうことで取り組んでい

かれないのか、その辺についてもお聞き

したいと思います。

　概要の１３７ページの温水プール事業

ですね。これは、代表質問でも出しまし

たけれども市民プールがなくなりまして

６年たちました。温暖化で、またことし

も暑い夏がやってくるんだろうと思うん

ですが、市民プールのあとの解体が始ま

ります。そういう中で温水プールの改修

とあわせてやっていきたいということな

んですが、大体いつごろにこういうこと

を考えていこうとされているのか、この

点をお聞きしたいと思います。

　それから、今回、駐車場を設けるとい

うことなんですが、具体的にはどこの地

域で、安全確保はどういうふうになるの

か、ここについてもご説明をいただきた

いと思います。

　それから、ミニキャンプ場の件なんで

すが、本会議前に所管を生涯学習スポー

ツ課から公園みどり課の方に移管をした

いと、そういうお話があったわけなんで

すが、この間、ミニキャンプ場をつくっ

てきた、そういう歴史。別府のキャンプ

場については、利用がないということで、

いろんなほかの理由もあったかもしれま

せんけれども１，０００万円かけて解体

をされたわけですけども、あと鶴野のキャ

ンプ場とふるさと公園のキャンプ場、こ

の件については公園みどり課に移管をす

ると、そういうことなんですが、ほんと

に今後、青少年を中心として、さらに広

く市民団体の皆さんにこれを利用してい

ただくということでの活動が本当に活発

になるのか。受け取る側の委員会として

も、きちんとその合意ができているのか。

この点についてどうなのか、お聞きをし

たいと思います。

　また、その公園みどり課として体制が

あるのかですね。利用拡大をしていきた

いということで、私も了としてきたわけ

ですけれども、担当の受け取る側の委員

会としてのそういう、きちんと合意がで

きているのかということですね。もう一

度、公園みどり課とも協議が必要なんで

はないかと、そういうふうに思いますけ
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れども、いかがでしょうか。

　それから、卒業式、入学式での国旗・

国歌の斉唱の件なんですが、これは東京

地裁や最高裁判決それぞれ出ております

けれども、国旗・国歌法ができたときに

「内心の自由は侵さない」と、こういう

ような答弁が数々あったわけですが、結

局は通達であるとか、命令であるとか、

そういうことで特に東京都などでは裁判

ざたにもなっているわけですね。

　こういう中で昨日も質問が出されたわ

けですけれども、内心の自由は、思想・

良心の自由はきちんと保障するという、

こういうところで守られるのか、この点

についてもお聞きしたいと思います。

　教育現場に学校教職員が校長とともに、

子どもたちの健やかな成長を祝う、そう

いう場にこういう合意がなかなか取れて

いないものを持ち込んできた。こういう

ことで、いろんな問題が出てきていると

思うんです。

　しかし、そういう中でも憲法で保障さ

れた内心の自由というのは保障されなけ

ればならないと、そういうふうに考えて

おりますけれども、されどこの点につい

ても確認をしておきたいと思います。以

上です。

○嶋野委員長　馬場教育総務部次長。

○馬場教育総務部次長　私の方で小・中

学校の図書費の現状についてご質問がご

ざいましたのでお答え申し上げます。

　小学校の図書費につきましては、私ど

もも非常に重要な教材と考えておりまし

て、年々その充実に努めております。平

成１９年度におきましては、小・中学校

とも１８年度と同額の金額を確保いたし

ました。

　ちなみに、小学校費では５５０万円、

それと中学校費では２５０万円でござい

ます。

　この充実でございますが、平成１５年

度から各種補助金等を廃止いたしまして、

図書費を充実するという形の行革の一環

の中でそういう取り組みをしておりまし

て、ちなみに平成１５年度におきまして

は、小・中学校とも一人当たり８００円

の予算額でございましたが、今年度の小

学校費５５０万円は、生徒一人当たり１，

１１１円。ですから、当時と比べまして

１．４倍。中学校費につきましても平成

１５年度は８００円でございましたが、

１９年度では１，１２１円ということで、

これも１．４倍という形の額を確保いた

しておりますので、今後とも充実に努め

たいと、そういうふうに考えております。

　なお、図書室のエアコンの充実という

ことでございますが、基本的に昨日もあ

りましたように、エアコンについては今

後、充実していかなければいけないと考

えております。

　なお、今現在、１９年度で統合さそれ

ます味舌東小学校並びに柳田小学校につ

きましては、統合にあわせまして図書室

にエアコンを導入する予定をいたしてお

ります。

○嶋野委員長　大路教育総務部参事。

○大路教育総務部参事　それでは、学校

教育に関係する内容についてご答弁をさ

せていただきます。

　まず、特別支援教育を含めて、先ほど

もご質問がございました障害児等支援員

のことについてご答弁申し上げます。

　障害児等支援員につきましては、現在

の障害児介助員が配置基準といたしまし

て、重度重複障害児が在籍をし、養護学

級が設置されている学校に配置をすると

いうこととしておりましたが、今回の障

害児等支援員につきましては、養護学級

に在籍する重度重複障害のある児童・生

徒、または特別な支援を必要とする児童・
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生徒に対して介助や学習支援を行うこと

としており、場合によっては通常学級担

任の指示のもとに障害等のある児童・生

徒の学習指導の補助等を行ってもらうも

のでございます。

　また、特別支援教育推進事業として予

算化をしていただきました中身は２つご

ざいまして、１つは巡回相談の実施とい

うことで、各学校の教職員に対して、こ

れは通常学級に在籍をし、支援が必要な

児童・生徒についても専門家の支援やア

ドバイスを受けるための巡回相談をする

ことと。

　さらに、また特別支援教育についての

研修会の充実をより図るというものでご

ざいます。

　こうした事業を通しまして、体制とい

たしましては各学校に校内委員会を設置

していただいておりますので、この校内

委員会と私どもの市にありますサポート

する組織を持っておりますが、そのサポー

トする組織と先ほどの巡回相談の専門員

等が連携をしながら、これまでの養護学

級在籍の児童・生徒だけでなく、通常学

級に在籍するＬＤや軽度発達障害の児童・

生徒も含めた特別支援教育の充実を図る

というものでございます。

　続きまして、学力定着度調査について

ご答弁させていただきます。

　文部科学省の全国学力学習状況調査に

つきましては、平成１９年４月２４日に

全国で実施をされるものでございます。

　この調査目的は、全国的な義務教育の

機会均等と水準向上のため、児童・生徒

の学力、学習状況を把握・分析すること

により、教育の結果を検証し、改善を図

るということ。

　もう一つは、各教育委員会、学校等が

全国的な状況との関係において、みずか

らの教育の結果を把握し、改善を図ると

いう、この２点で説明を受けておるとこ

ろでございます。

　したがいまして、今の内容等を含めて、

私どもの摂津市の学力定着度調査の３つ

の調査目標と今回の国の学力調査は全国

的な義務教育の機会均等と水準というこ

とでございますので、この内容を含めて、

さらに摂津市の子どもたちの学力の充実

に取り組んでいきたいと考えておるとこ

ろでございます。

　養護学級の１９年度の学級数でござい

ますが、小学校が２２学級、中学校が８

学級の計３０学級を予定しておるところ

でございます。

　続きまして、図書教育にかかわる専任

の司書でございますが、これにつきまし

ては学校教育法の施行規則上の司書教諭

の配置につきまして、１２学級以上の各

小・中学校に配置をしておるところでご

ざいますが、これは専任ではございませ

んので、実際にはなかなか、学校の図書

ということになると充実した形にはなら

ない形になっておりますので、学校教育

課の方といたしましては、今回の適正配

置の計画の中で、子どもサポート事業の

中に各学校に図書館教育の補助をする職

員の配置を求める子どもサポート事業と

いうことを計画をしておりまして、ぜひ

実現するように取り組んでいきたいと考

えておるところでございます。

　続きまして、最後に入学式、卒業式の

国旗・国歌の問題でございますが、これ

につきましては本会議でもご答弁させて

いただきましたように、学習指導要領に

基づいて、すべての子どもたちに対して

一定の内容を教える公教育のあり方の問

題でございまして、教員につきましても

学習指導要領に基づいて校長が編成した

教育課程に沿って実施をするということ

は、公務員としての職務上の責務と考え
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ております。

　したがいまして、卒業式や入学式にお

きまして、国旗・国歌を尊重する態度を

指導する一環として国旗を掲揚し、国歌

を斉唱することにかかわることは教職員

の思想・良心の自由を制約するものとは

考えておらないところでございます。

○嶋野委員長　岩見総務課参事。

○岩見総務課参事　味舌東小学校、柳田

小学校継続費補正予算ということでの詳

しい説明ということと、味舌東小学校の

工事にかかわります地元の説明会、それ

と通学時の安全対策ということ、それと

小学校整備費の概要１１８ページのその

工事外ということのご質問、３点につい

てお答えさせていただきます。

　まず、継続費、味舌東小学校の増改築

にかかわります継続費について補正の内

容と現状の説明をさせていただきます。

　補正予算書８ページに第２表、継続費

の補正ということで記載されております

が、当初、補正前ということで総額を９

億９，７５２万２，０００円計上させて

いただきまして、年度割額といたしまし

て１８年度３億９，９０１万１，０００

円、１９年度分といたしまして５億９，

８５１万１，０００円という継続費を当

初計上させていただきました。

　その後、入札等をへまして若干工事費

が下がったということで財政当局とも協

議をしながら、この３月補正におきまし

て継続費の補正をお願いしておるところ

でございます。

　その結果、総額といたしまして８億１，

５４２万５，０００円という継続費の総

額とすることといたしました。

　減額する金額といたしましては、１億

８，２０９万７，０００円の減額補正で

ございます。

　その内訳といたしまして、平成１８年

度分の年度割額が３億２，６１７万２，

０００円、１９年度年度割額が４億８，

９２５万３，０００円ということでござ

います。

　その内訳といたしまして、今回減額さ

せていただきましたのは工事費に係る分

だけでございます。あと、工事監理費に

つきましては、これは設計いたしました

設計業者の方に工事監理をお願いするこ

とから、中身的にはほぼ人件費が主でご

ざいますので、人件費は下げないという

形で、工事監理費の委託料につきまして

は減額の補正の対象とはいたしておりま

せん。

　それで、次に、柳田小学校の方の明許

繰越をお願いしておる分でございますけ

れども、補正予算書の９ページに第３表

に記載のとおりでございまして、教育費、

小学校費、小学校耐震補強等事業という

ことで柳田小学校の分を繰越明許費とし

て計上させていただいております。

　この耐震補強事業の内訳といたしまし

ては、工事請負費として１億５，２５７

万６，０００円。それと、工事監理費が

４０４万３，０００円。合計１億５，６

６１万９，０００円の繰越明許費でござ

います。

　続いて、小学校校舎整備事業というこ

とで、内訳として工事費が１億８，９０

２万１，０００円。工事監理費が４０４

万３，０００円でございまして、合計１

億９，３０６万４，０００円の明許繰越

をいたすところでございます。

　その内訳といたしまして、補正予算書

の６５ページに記載しております建設事

業費、工事請負費でございますけれども、

小学校耐震補強事業の工事といたしまし

て、これはすべて柳田小学校の工事費で

ございますので、先ほど申し上げました

繰越明許費の金額工事費がこちらの方に
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記載されているところでございます。

　その下の段、小学校増改築工事という

ことで１億２，８６５万８，０００円の

計上をさせていただいておりますけども、

これは先ほど申し上げました味舌東小学

校の継続費の減額分、工事費６，０３６

万３，０００円の減額。それと、柳田小

学校の校舎増改築工事の増額分１億８，

９０２万１，０００円の差し引きといた

しまして、１億２，８６５万８，０００

円を計上させていただいているところで

ございます。

　それと、鳥飼西小学校の耐震の工事と

いうことでご質問があったかと思うんで

すけども、この分につきましては当初予

算の方に載っております分でありますと、

給食関係かと思いますので給食の方から

お答えさせていただきたいと思います。

　それと、続きまして味舌東小学校の工

事にかかわります説明会はどうかという

ことと、通学路の安全対策はどうかとい

うことでお答えさせていただきます。

　味舌東小学校の校舎の工事に本格的に

着手する前に、周辺住民の方々に対しま

して味舌東小学校増改築工事と題しまし

て、昨年の１２月１９日に工事の概要や

工事車両の進入路、また、市担当者や施

工業者の担当連絡先などを記しましたＰ

Ｒのビラを戸別配布させていただいてお

ります。

　重ねて、味舌東自治会の方々につきま

しては、本年１月１５日付で同様の内容

について回覧をしていただき、工事の周

知をさせていただいたところでございま

す。

　その後、周辺の方々より、工事の内容

について、より詳細な説明会を開催して

ほしいとのご希望がございましたので、

去る１月２７日に第３１集会所におきま

して市担当者と施工業者の方から工事の

詳しい内容について説明会を開催させて

いただきました。

　その説明会の中で周辺の方々から、工

事中であるので、ある程度の騒音、振動、

粉じんなどについては致し方ないという

ところもあると。しかしながら、もう少

し対策を講じてほしいというご意見もご

ざいましたので、その旨、お聞きいたし

まして施工業者の方も振動等については

工事に使用いたします重機の走行による

振動がちょっとあるということで、でき

るだけ低速で重機の移動をさせると。

　また、騒音、粉じん対策といたしまし

て、現在、高さ３メートルの仮囲いをい

たしておりますけれども、なおかつその

上にプラス１．５メートルほど仮囲いを

つけまして、その周囲を防音シートにて

囲い、騒音や粉じんの低減をはかるよう

にいたしております。

　また、振動による家屋調査ということ

も当初我々が考えておりました範囲より

も拡大するようにということでご意見を

いただきましたので、周辺の方々戸別に

自宅を訪問させていただいて、その状況

について近隣の方々からご意見をいただ

き、必要であると判断した家屋につきま

しては追加の家屋調査を実施いたしたと

ころでございます。

　それと、通学路の安全対策ということ

でございますけれども、現在、工事に伴

いますガードマンの配置、工事車両に関

してのガードマンの配置につきまして、

基本的には２名の配置をいたしておりま

す。ただ、工事車両の台数が多い日程日

につきましては３名の配置体制を行って

おり、工事車両の進入口から校門付近ま

での間をガードマンが誘導して、児童や

その歩行者の安全の確保をいたしている

ところでございます。

　なお、工事車両の進入につきましては、
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登校時間となります午前８時から同４５

分までの間は大型車両の進入はいたして

おりません。

　また、下校時におきましては、ガード

マンによる誘導によりまして児童や他の

歩行者などに万全な安全確保を行うよう

にいたしております。

　また、この工事によります工事車両が

周辺道路には駐車しないよう、徹底して

施工業者に指示いたしておるところでご

ざいます。

　また、学童保育の在籍いたしておりま

す子どもたちが下校するちょうど５時前

後になりますけども、その時点において

もガードマンの誘導ということで指示を

させていただいているところでございま

す。

　それと、あと概要の１１８ページに記

載いたしております小学校校舎整備事業

の中の備考の欄に味舌東小学校校舎増改

築工事外という、この「外」というのは

何かというご質問かと思いますが、一応

この備考欄、説明欄ということで書かせ

ていただいている分につきましては、監

理委託料と増改築の工事請負費というこ

とで入っておりますので、工事請負費の

ほか監理委託料があるという意味でござ

いますので、ご理解をお願いいたします。

○嶋野委員長　田橋学務課長。

○田橋学務課長　それでは、学務課にか

かわりますご質問の答弁をさせていただ

きます。

　まず、補正予算書の６５ページの学校

給食場工事請負費について１，２４７万

６，０００円の減額の理由でございます。

　これは、味舌東小学校の給食調理場継

続費で１８年、１９年で１億５，１４６

万３，０００円の分の１８年度分の予算

６，０５８万６，０００円の分について

契約ができましたので、その契約の差金

の減額でございます。

　１，２４７万６，０００円減額するこ

とによって、差引予算残額として３１２

万７，０００円残るわけですけれども、

工事のことですので、万が一のために３

００万円ほどを残すような補正をさせて

いただいております。

　次に、就学援助制度についての考え方

ということなんですけども、学校教育法

第２５条において、経済的理由によって

就学困難と認められる児童・生徒の保護

者に対しては、市町村は必要な援助を与

えなければならないというようなことが

ありますので、本市の場合は生活困窮者

に対して生活保護の１．３倍の制度を運

用してきたところです。

　バブル崩壊後、個人所得が低迷する中

で、生活保護基準が大きく下がらなかっ

たということで、就学援助認定率は上昇

しまして、平成１７年度決算では小学校

３９．４％、中学校３１．２％、全体で

３６．９％となりまして、委員ご指摘の

とおり、府内でも最も高い認定率となっ

ております。

　近年の厳しい財政事情の中で１８年度

に国庫補助金制度が一般財源化されたこ

とによって、近隣市によってはこの認定

基準の見直しをなされているところでは

ありますが、本市の場合、子育て支援対

策として重要でありますので、保護者に

この制度が定着しているということもあ

りまして、学校経営に大きな影響を与え

ることから認定基準の考え方に変更をし

ないということでございます。

　周知としましては、市の広報せっつ４

月のお知らせ版、新１年生に対しては全

員チラシを配布するというようなことを

実施しております。

　続きまして、幼稚園の入園者の数なん

ですけども、公立幼稚園で４歳児が１５
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９名、５歳児が１５６名、合計３１５名

でございます。

　私立の方については、まだ調査してお

りませんので、１８年度の児童数でした

らわかるので、これも１８年５月１日現

在でございますけども、３歳児が市内の

３園の合計で３０４名、４歳児が３８４

名、５歳児が３６８名、合計１，０５６

名でございます。

○嶋野委員長　北野学務課参事。

○北野学務課参事　学校給食業務の民間

委託について答弁させていただきます。

　まず、委員の言葉の定義でございます

が、ご質問の中で平成２０年「民営化」

ということでおっしゃいました。我々は

一応、調理業務を中心とします学校給食

業務の委託ということを考えておりまし

て、民営化ということになりますと、す

べて物資の調達から献立選定まで、そう

いう形をすべて丸投げするような誤解を

招きかねないような表現かなと思います

ので、我々としては民間への調理業務の

委託を考えております。

　それで、なぜ民間委託をするのかとい

うお話でございますが、昨日も答弁させ

ていただいたんですが、まず昭和６０年

に出ました当時の文部省の「学校給食業

務の運営の合理化について」、こういう

通達がございます。

　それと、我々、本市行財政改革第３次

実施計画、これに基づきます給食業務の

コスト削減要請というのがございます。

それを受けまして、なぜ民間委託を選択

するのかと、昨日も答弁申し上げたとお

り、コスト削減の方法としましては、非

常勤化と民間委託のこの両方法がござい

ます。

　非常勤化につきましては、平成１８年

から導入しまして、いろいろこの１年やっ

てみました結果、かなり現場職員の負担

というのが大きくなると。今後、学校給

食を安心・安全・安定的に続けていくに

は、やはり一部の学校の業務を民間委託

する方法が一番ベストではないかという

ふうに考えた次第でございます。

　あと、教育の一環として当然ながら学

校給食はやっておりまして、学校給食自

体は食育の教材になるものでございます。

我々としましては統一献立、自校方式に

よる一斉給食ということを今後もずっと

続けてまいりたいというふうに考えてお

りますので、これも教育の一環でずっと

続けられるというふうに考えられると、

そういうふうに考えております。

○嶋野委員長　高山市民図書館長。

○高山市民図書館長　千里丘公民館での

図書の貸し出しにつきまして、今は経費

をかけずして手作業でやっておると。そ

れで、千里丘公民館の職員の方にお手数

を煩わしていると、公民館の方からいろ

いろこうしてほしいとかいう希望がない

かということでございますけども、今ま

で、この千里丘公民館で図書の貸し出し

をするまでの間、オンラインで結ぶ方法、

それから今お話のありましたハンディス

キャナを使用する方法等、いろいろ検討

してまいりましたけども、ハンディスキャ

ナにいたしましても当初１５０万円、そ

れから保守委託料が毎年８万９，０００

円かかるということで、その中で早く千

里丘公民館の増改築による施設の整備と

いう話が財政事情によりまして進捗しな

い状況にありましたので、経費をかけな

い方法ということで最終的には手作業で

貸し出しをするということを平成１８年

度から始めまして現在に至っておるわけ

でございます。

　それで、先日も藤浦委員からご質問が

ありましたように、今、件数がまだ５０

０件とかいうように伸びておりませんの
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で、これが来年度は今以上に件数が伸び

てまいると思います。

　そうしますと、もちろん市民図書館の

方の手作業もふえますし、逆に千里丘公

民館での手作業、また、ご負担もふえま

すので、必要な図書の保管のためのロッ

カーとか、そういう希望のあった分につ

きましては購入させていただきますけど

も、大がかりに費用がかかるものについ

ては、一応予算化はいたしておりません。

　ただし、先ほど申し上げましたように、

貸し出し冊数がふえると、また、返却も

もちろんふえておりますので、そうしま

すと公民館の方に人員の配置とか、今の

ところは直接私も千里丘公民館の方へ行

きまして実際事務をされておられる方の

お話を聞きましたけども、今のところは

過去の経過もありまして、その辺もご承

知いただいておりまして何とかさせてい

ただいておりますということで、こちら

も感謝申し上げておるところでございま

す。

○嶋野委員長　平松人権教育室長。

○平松人権教育室長　摂津市人権教育研

究会補助金についてお答え申し上げます。

　摂津市人権教育研究会は、幼・小・中

学校の教員によります研究団体でござい

ます。補助金１６８万円の主な使い道は、

ビデオソフト等を含めます図書費、それ

から６つあります専門部会の活動費、そ

れから市人権の方で開催します研修会等

の講師料、それから大人協等の研究発表

会等への参加費、それから消耗品でござ

います。

　続いて、児童・生徒用の副読本でござ

いますけれども、これは小学校３年生、

４年生に配付します社会科の副教材、

「私たちの摂津」でございます。

○嶋野委員長　中岡生涯学習部次長

○中岡生涯学習部次長　それでは、生涯

学習スポーツ課にかかわりまりすご質問

にお答えいたします。

　まず、生涯学習フェスティバルのこと

しの計画でございますが、昨年初めて取

り組みました生涯学習フェスティバルで

ございましたが、市民の方々に感動を与

えたのではないかなと思っております。

ことしは、昨年２日目に行いましたロウ

ソクファンタジーというのを特化いたし

まして、１日で行いたいと思っておりま

す。日にちは、９月２３日を予定してお

ります。

　過日、発起人会を開催いたしまして、

前半の方は生涯学習インストラクターの

会というのが全国で生涯学習ボランティ

アの養成講座を受講された方々が、これ

は文部科学省の認定の通信教育でござい

ますが、それを受けられた方々が各地で

それぞれのインストラクターの会という

のを結成されておられますので、そういっ

た方々にも呼びかけて前半は、そういっ

た方々の各地の取り組みなんかを事例発

表としていただこうということが前半で

ございます。

　後半といいますか、お昼ごろ、夕方か

らでございますが、昨年させていただき

ましたペットボトルのロウソクの回廊、

それから私どもの方のセッピィ、ロウソ

クの炎で形づくっていこうとか、あるい

は灯籠流しとか、鳥飼地区、あるいは農

業の昔からありました井路舟を使って、

井路舟クルーズとか、そういった昨年も

実施したものを少し変化をさせながらやっ

ていきたいなというふうに考えてます。

　４月に入りましたら、本実行委員会を

結成して取り組みを進める予定にしてま

す。

　また、皆さん方にもご参加いただきた

いということで、ことしは８月ごろから

公民館でそういったロウソクのペットボ
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トルなんかを使った工作教室ではありま

せんが、そういったものも行い、あるい

は学校のわくわく広場なんかも利用いた

しまして、そういう場でもつくっていた

だこうというような企画もしております。

　メンバーが指導にも行って大いに盛り

上げていこうと、昨年は、８００本ぐら

いのペットボトルでしたが、ことしは倍

増していこうという計画でございます。

ぜひ、また皆さん方もご参加いただきた

いなと思ってます。

　続きまして、埋蔵文化財の件でござい

ますが、昨日にご答弁もさせていただき

ましたが、１７年度にＪＲ千里丘ガード

の拡幅工事に伴いまして、大阪府茨木土

木事務所が大阪府教育委員会の文化財保

護課の方に通知がなされて全面発掘され

ました。

　その中では大阪府下でも珍しい石器、

サヌカイト集積遺構、石器が１６０点以

上集まっているというのは珍しい集積遺

跡ということで発見されました。

　調査そのものは記録保存として残され

て、現在、１２月から市役所、それから

安威川公民館、新鳥飼公民館、現在、千

里丘公民館で公開展示を府から遺物をお

借りしまして公開展示をしているところ

でございます。

　ご質問の出土遺物の保存につきまして

は、現状保存をするというのは、ほんと

にごくまれでございまして、記録保存が、

現在では日本の歴史を変えるようなもの

が出てくれば、これは現状保存というこ

とになろうと思いますが、現実、記録保

存にとどまっているのが正直なところで

ございます。

　現在も今の道路をちょうど通行されて

おりますが、その北側にも今しておりま

すが、特筆すべき遺物は出てきておりま

せん。

　ただ、やはりこういった埋蔵文化財で

出てきているものは地域の歴史を知る上

ではほんとに貴重なものでございますの

で、将来的には現在、府が保管されてお

りますが、私どもに常設展示場はござい

ませんが、きっちり保管、移転をしてい

ただき、皆さん方に公開していきたいな

というふうには考えております。現状で

は、お借りしながら順次移動展示をして

いる現状でございます。

　それから、温水プールのことでござい

ますが、温水プールは昭和５７年３月に

できまして、４月から供用開始して２５

年を迎えることになりました。以来、早

目早目のメンテナンスをさせていただい

て現在使用しておるところでございます。

近くでは平成１６年に大規模修繕をしま

して、プール槽のペンキ、それから室内

の鉄骨部の塗装等々、早目早目の修繕を

しておりますので、現時点では取り替え

とか、建て替えというようなことは考え

ておりません。十分、日常点検や定期的

な大規模修繕を怠らないようにしていき

たいなと考えております。

　それから、駐車場の設置でございます

が、駐車場は温水プールのちょうど前の

十三高槻線のところに押しボタン式の横

断歩道がございます。ちょうど、そこが

三島千里丘線、あるいは大正川を上り下

りのところが、ちょうど横断歩道になっ

ておりますので、そこの中央部分、大阪

府の廃棄物、府道上に放棄されました自

転車とか冷蔵庫とか、そういったものが

保管されてあるところから、ずっと奥へ

入ってきて横断歩道のところへ突き当た

るわけですが、その横断歩道のところ約

４０メートルぐらいをお借りして、ちょっ

と変形な形になっておりますが、約４０

メートル借りれば３０台は駐車できるの

ではないかということで府の方に申し入
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れして、ほぼ内諾を得て、今、そういっ

た廃棄物の処理が府の方も含めて、市の

方で使えるものは使ってもらったらいい

でというようなことをおっしゃっていた

だいてますので、そういったことを含め

て、今、入口はちょうど三島千里丘線か

らちょっと入った高架下のところから入っ

ていくわけですが、そこを分離、廃棄物

の部分と進入路、通路を分けまして奥の

方を利用していただこうということを考

えております。

　これによりまして、児童の送迎のとき

に付近に駐車されていることがなくなる

んじゃないかなと考えております。

　押しボタン式ですので、常時、プール

の前にもシルバーの方で委託している管

理人もおりますので、見通しのいいとこ

ろでもございますので、安全面も十分配

慮していきたいなと思っております。

　社会教育施設が少ないというようなご

質問もございました。ご承知のように、

社会教育施設、生涯学習施設というのは

公民館６館、市民図書館、鳥飼図書セン

ター、体育館、それからテニスコート、

広場というようなものが私どもの生涯学

習施設としてあるわけでございますが、

子どもたちが自由に使えるというのは、

なかなか今のところ使用料の問題とか部

屋の問題とか、責任者の問題とか、なか

なか子どもたちが自由にできるという施

設は少のうございます。

　委員ご指摘の第１児童センターという

のが摂津小学校の近くにありますが、あ

そこは子どもたちが自由に出入りしてい

るところですので、福祉サイドの施設で

はありますが、ああいった施設が市内に

できてくれば、ほんとに子どもたちが自

由に伸び伸びと放課後遊べる施設ではな

いかなと思いますが、所管が違いますし、

そこまで言及することはできませんが、

我々としては、今ある施設を有効に利用

し、子どもたちへのプログラム等も考え

て対応していきたいなと考えております。

○嶋野委員長　大路教育総務部参事。

○大路教育総務部参事　それでは、小学

校の修学旅行の複数の見積もりのことに

ついてお答えをさせていただきます。こ

れにつきましては、校長、また、各学校

の事務職員にも小学校の修学旅行につい

ても複数の見積もりを取り、複数の業者

の中で業者の選定を行っていただくよう

指導してまいりまして、１８年度中には、

正確さにちょっと欠けて申しわけござい

ませんが、半数程度の小学校で複数見積

もりがされるというふうに聞いておると

ころでございます。

○嶋野委員長　池上青少年課長。

○池上青少年課長　それでは、まず１点

目の学童保育室賃金１，０００万円減額

補正の理由でございますが、この部分に

つきましては、当初の見込んでおりまし

た入室児童数による指導員配置及び特別

な支援、配慮を要する児童の入室人数な

どによって予算計上しておりますけれど

も､その入室児童数はおおむね確定とい

うことで、当初計画していました指導員

の配置よりも少ない配置という結果、１，

０００万円の減額をさせていただいたも

のであります。

　続きまして、学童保育室の整備の件に

ついてですけれども、昨今の急激な児童

の増加に伴いまして整備そのものが計画

的に部屋の整備等がなかなかできていな

い状況であります。

　今後、学校側の協力を求めながら、放

課後あいている部屋、放課後使用してい

ない施設等も利用しながら子どもが安全

に生活できるよう、関係各機関と協議し

て取り組んでまいりたいというふうに考

えております。
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　それと、子ども教室の件でございます

が、スタッフの確保が困難でないかとい

うことで、きのうもお答えさせていただ

きましたけれども、今後におきましても

いろんな方、団体等に呼びかけまして多

くのスタッフを募っていきたいと。

　それで、また、その上で新たな運営体

制の構築といいますか、運営体制づくり

に向けて取り組んでいきたいというふう

に考えております。

　学童保育との連携という部分に関しま

しては、今現在、学童保育と子ども教室、

同じ課ではありますけれども別々の制度

として行っております。そのことにもよ

りまして、学童保育に入室している児童

の行動管理等も含めまして、学童保育に

入っている子どもは一たん休んで、わく

わくに参加するか。もしくは、学童の指

導員さんと、その学童の中の取り組みと

して、わくわくに参加するかというよう

なことにもなっておるんですけれども、

それではなくほんとに学童保育に入室し

ている子どもも自由に、わくわくの広場

に遊びに出かける、いろんな経験をしに

行けるというような体制づくりを考えて

おります。そういった意味での学童保育

とわくわく広場との連携、学童保育に入っ

ている子も入ってない子も一緒に遊べる、

放課後遊べるようにしていけないかとい

うことが連携というふうに考えておりま

すので、そのような形でつながりが持て

ますよう、今後考えて取り組んでまいり

たいというふうに思っております。

○嶋野委員長　小林青少年課参事。

○小林青少年課参事　青少年ミニキャン

プ場の件につきまして、ご答弁させてい

ただきます。

　青少年ミニキャンプ場は、青少年に野

外での炊飯やテントでの宿泊を伴う青少

年に対しまして健全育成を図るという目

的で現在、ふるさと公園、鶴野第２公園

に設置し、運営してまいりました。

　しかし、近年の社会環境の悪化や各地

での食に関するさまざまな事件等が起こ

りまして、野外での宿泊を伴う活動が敬

遠されたことや、調理を伴いますそういっ

た体験活動なんかも、ちょっと敬遠がち

になってきたという傾向もありました。

　それと、また、青少年ミニキャンプ場

を青少年関係団体に限定した施設という

ことで運営してまいりました結果、残念

ながら団体なり、利用者数ともに開設当

初から比べますと大幅に減少してきてい

るのが現実でございます。

　また、一方でミニキャンプ場を青少年

関係団体でけに限らず一般団体の方でも

貸していただけないかといった声が自治

会等、市民団体からも寄せられておりま

した。つきましては、平成１９年度より

施設の有効活用を図るため、対象を青少

年の関係団体に限定せず、自治会等一般

市民団体にも利用拡大を図るとともに、

現在までミニキャンプ場は青少年課、隣

接する公園につきましては公園みどり課

の方で所管しておりましたけれども、こ

の管理を効率的に管理運営していくため、

公園みどり課の方で管理を行うとするも

のでございます。

　ご指摘の部分で建設常任委員さんにつ

きましても、所管の土木下水道部の方か

らご理解をいただくためにご説明に上が

らせていただきました。了解を得ておる

ものと考えております。

　なお、ミニキャンプ場の施設としては、

従来どおり残りますので、青少年課とい

たしましても公園みどり課と連携を図り

ながら、こども会をはじめ、青少年関係

団体への利用促進を図るとともに野外活

動ができる青少年の健全育成の場として

有効的な活用を図っていきたいと考えて
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おります。

○嶋野委員長　川口委員。

○川口委員　ちょっと答弁漏れもあるよ

うに思うんですけれども、お聞きをして

いきたいと思います。

　小学校の統合がことしの予算のメイン

かななどと思っておりますが、先ほどい

ろいろご説明があったわけですけれども、

味舌東の契約にかかわる分で一昨年から

いろいろ数字も大きく動きまして４億７，

７００万円という最初に言っていた数字

が９億９，７００万円、そういうことか

ら昨年１２月には７億４，８００万円、

そういうことだったんですが、今回これ

１８年、１９年と年割で出ていますけれ

ども、ちょっと初歩的なことを聞いて申

しわけないんですけれども、これ８億１，

５４２万５，０００円というふうになっ

てますよね。これは、落札金額で言いま

すと、やっぱりふえているような気がす

るんですけど、これはなぜふえているの

か、それをお聞きしたいと思います。

　それから、柳田小学校の増改築工事で、

以前に私たちがいただいた資料では、給

食の増築工事が耐震補強をするに当たっ

て必要になってくると。現地にも行かせ

ていただいて説明も受けましたけれども、

そのときの金額は未定ということでなっ

ておりました。

　今回、この表を見させていただきます

と一緒に含まれているということでなっ

ていますけれども、この小学校を統廃合

するときに、教室分については余裕教室

もあるので、転用はあるけれども費用は

ほとんど要らないということから、さら

に１億円は要りますということになりま

して、今回、約３億４，９６８万円、耐

震が入っておりますから、校舎だけでい

きますと約２億円ということになるんで

すかね。監理料を入れますとね。

　そういう中で今、跡地活用の検討方針

なども出されておりますけれども、一部

売却と、跡地の学校の部分については、

そういう話もこの中では出ております。

それは、学校教育の予算に充当していき

たいというようなことが書かれているわ

けですし、本委員会の中でも、それから

地元の説明会の中でも、そういうふうに

言ってこられたと思います。

　一体、教育委員会は、今は所管は政策

推進課の方になっておりますけれども、

一体、学校の跡地活用について、どのよ

うに考えていたのか。これだけ多額の予

算を投じて統合してやってるわけですけ

れども、このことについては、どんなふ

うに見ておられたのか、その点について

もお聞きしたいと思います。

　それから、小学校の統合に係る今の工

事の実態です。初めてのことですから、

これまでの摂津の歴史の中で校舎を増築

をしてきた、そういうことはあったと思

いますけれども、今回、統廃合をすると

いうことで、かなり大規模な工事になっ

ておりまして、味舌東小学校が大変広い

かといえば、そんなに広い学校でもない

わけで、その中で枠がはめられまして、

大変狭くなっているわけです。

　安全面を第一にということで、いろい

ろ防音シートであるとか、仮囲いをさら

に高くしたということでありますけども、

先ほどの説明で１月２７日に３１集会所

で説明会をしてほしいということで開催

をしたと。その前には味舌東自治会につ

いては説明をしたと、そういうことなん

ですけれども、実際に工事が始まる中で

ガードマンの配置もしているけれども工

事車両が子どもたちの下校時でも出入り

をする。

　特に、すぐ隣接する自治会１０班です

ね。この地域の子どもたちが学童保育か
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ら帰るときなどでも、先ほどのご説明で

はガードマンも配置して出口から、学校

の校門から誘導してるというふうにおっ

しゃっているんですけれども実際にはそ

うなっていない、大変危険な状況もあっ

たというふうにお聞きしてるんですね。

そういう声も出ていると思います、説明

会の中でね。

　想像以上に振動や騒音、それから粉じ

ん、そういうのがあるということで苦情

が出ていると思います。

　さらに、お水をまかれるということで、

しょっちゅう水をまかれるそうなんです

けれども、ことしはまだ暖冬で凍らない

んですけれども、高齢の方なんかもそこ

を通られるので、ほんとに水をまかれて、

きれいにせなあかんということでやって

おられるんでしょうけども、やっぱり怖

いと、そういう声もお聞きしてるんです

ね。

　これ、かなり私たちが聞いていた工事

の期間よりも、割と早く工事が進められ

ているように思うんですね。今度、特別

教室棟も最初にスケジュールで聞いてい

たのは、１０月ぐらいから解体というこ

とが入っていたんですが、夏休みごろに

解体をしたいと、そういうふうにおっしゃっ

ておられたと思いますが、そういう点で

も今度は反対側の自治会ですね。そこは、

もっと近いかもしれないですね。こうい

う今やっている工事の、地元の人たちか

ら大変な苦情が出ているという中で、今

度解体をするときでも学校の夏休みから

秋にかけては子どもたちは運動会シーズ

ンでありますし、グラウンドを使ってい

ろいろやっていきたいわけですけれども、

そういう点でも支障も出ないのか。

　それから、近隣の自治会に対して、今

回のこのことをしっかりと受けとめても

らって、安全であったり、説明をきちん

としていくとか、そういうことが事前に

やっぱり必要ではないかなと思うんです

ね。

　要請がなければやってない感じがする

んですね。当然、近隣の皆さんにはご迷

惑がかかるわけですし、きちんと事前に

説明会ももって、その上でやっぱりいろ

んな不都合が出てきたときには、きちん

とまた聞くと、そういうふうにしなけれ

ば、やっぱり、また、いろんな苦情も出

てくるんではないかなと思うんですけれ

ども、仕方がないと、そういうふうに事

務局の方が考えているんやったら、やっ

ぱりだめだと思うんですね。その点につ

いては、きちんと対応をしていただきた

いと、そういうふうに要望しておきたい

と思いますので、その点についてはよろ

しくお願いしたいと思います。

　それから、学童保育室の子どもから見

て、この統合の問題なんですが、今度の

予算で鳥飼西小学校の学童保育室の充実

ということでされますけれども、統廃合

になる三宅、柳田でね、三宅で１８人、

柳田で７５人、合わせて９３人の学童保

育の子どもたちが入室希望をしていると。

ことしについては、まだそれぞれ別々で

すけれども、来年の申請状況を見ないと

わかりませんけれども、やっぱり今度、

新駅ができるということで三宅校区でも

住宅建設、あるいはマンション建設があ

るんではないかと、そういうふうに千里

丘の駅前のところでありますとか、そう

いうのが、かなりまだ空地があるという

ことで住宅建設も進んでいくんではない

かなというふうに見れます。

　来年度の申請状況、味舌、味舌東校区

でも新駅ができるということを聞いて、

かなりまた住宅が、それでも進んできて

いるということが出てます。そういう中

で来年度の学童保育室の入室申請状況を
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見たら、摂津で６０人、別府で７０人、

千里丘は一番少ないんですね、今度、２

６人、鳥飼５４人、味生が６９人、鳥飼

西で６８人、鳥飼北で８７人、鳥飼東が

４８人というとで、ほんとに学童保育に

入る子どもたちが少なかった、その時代

の、私たちのときは少し少なかったとき

があったんですけれども、そのときとず

いぶんと変わってきているというか。

　先ほども言いましたように鳥飼西校区

などでも１００軒単位で住宅建設が進め

られる。これはやっぱり５年、６年、小

学校入学のころのことを考えると、やっ

ぱり子どもの数がふえてくるんではない

かと、出生数はそんなに多くふえてない

ということですけれども、今後の将来を

見据えたまちづくりというのであれば、

やっぱりよく見ておかないと、これは大

変だなと思ってるんですね。

　学童保育ももちろん狭くなりますし、

教室内移転してますからあれなんですが、

今回の統合に係る分で言うと、柳田小学

校でもほとんど余裕のない建て方をする

わけです。味舌、味舌東については、ま

だ若干あるかもしれませんけれども、こ

ういう点については統廃合を提案してき

たこの間のやっぱり、いろいろ矛盾がこ

れからも出てくるんではないかなと。

　お金をかけて施設を建てたけれども、

結局、大阪府が全学年で３５人やります

とか、３０人を国がやりたいとか、そう

いったときに、たちまち足りなくなるわ

けで、少人数授業なんていうのは、ます

ますできなくなる。そういうことなんで

はないかなと心配をしています。

　私は、審議会の委員のときに、やっぱ

り３０人学級として答申をしないという

ことについては、やっぱり全国で少人数

学級の実現が広がっている中で未来への

子どもたちへの投資やと、そういうこと

やから４０人学級での答申を出すのは間

違いであると、こういうふうに意見を述

べてきたわけですけれども、そのことが

やっぱりそういうふうに的を射てきてい

るのではないかなというふうにも考えて

るわけです。

　統合によって柳田、三宅についても、

ほとんど余裕教室がない。先ほど、学童

保育が、子どもがどんどんふえてきてい

るという、こういう状況の中で空き教室

などの推移を見てということもおっしゃっ

ておられましたけれども、学童保育など

の充実で頑張っていただいているという

のは、ほんとにその点は評価をしてるわ

けですけれども、こういうことについて

統合はしたけれども、また教室が足りな

くなる。そしたら、またプレハブで建て

なければならない、こういう中で統廃合

についての矛盾が出てくるんではないか

なと、そういうふうに見ておりますけれ

ども、今のこの状況を見たときに、教育

長はどんなふうに感じておられるのかで

すね。統廃合のこの問題で、今いろいろ

言いましたよね。

　三宅、柳田などは設計図を見ただけで

も、きちきちですよね。鶴野地域でも、

まだ住宅開発も進んできているし、そう

いう点では、ほんとにどう見ておられる

のか、これは確認をしたいなと思います

ので、よろしくお願いします。

　わかった分は省いてきますので、よろ

しくお願いします。

　重度重複障害のある子どもと養護学級、

それから特別支援教育、こういう中で２

人、補助がつかない中で独自でつけられ

るということなんですけれども、障害児

介助員の賃金も長年にわたって非常勤職

員という身分なんですよね。

　今回、キーワードが子どもということ

で、生後４か月の赤ちゃんを訪問すると
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いう新たな事業も始まるわけです。これ

も非常勤職員でやるということで、やは

り特別支援教育が始まっていく。そして、

長年にわたって摂津の学校教育では障害

のある子どもさんも地域の学校で受け入

れてこられました。そういう中で、ずっ

とこのような不安定な身分で障害児の方

への介助というのは、こういうことでい

いのか。やっぱり、正職できちんと格上

げするべきではないかと、そういうふう

に思うんですけれども、この辺はどう考

えておられるのか、もう一度お聞きした

いと思います。

　人権教育の研究会の助成事業で、先ほ

ど答弁いただきましたけれども、市人権

協や大人協というのは、どういうものな

のかですね。

　それから、この中で今、大阪府内的に

も、全国的にも問題になっている部落解

放同盟ですね。この部落解放同盟との関

係は、どうなっているのか。

　大阪の人権センター、これは浪速区に

ありますけれども、この中に長年にわたっ

て部落解放同盟の事務所が無料で入って

いたと、そういうことも問題になりまし

た。

　法が終結してからも、なおこのような

ことが続いているということで、いろん

な面で問題になっているわけですけれど

も、人権というのに名を借りて、この部

落解放同盟が形を変えていろんなところ

に、学校教育の現場でも今なおいろいろ

な影響を及ぼしているのではないかと、

そういうふうに思うんですが、こういう

一特定団体との関係については、この機

会にきちんとすべきではないかなと思う

んですが、その辺はどうなっているのか

お聞きしたいと思います。

　それから、「にんげん」という本が子

どもたちにこれまでも配布をされていま

した。これは、大阪府から配布されてき

ているわけですけれども、今、人権教育

副読本というふうに名前が変わっている

そうですけれども、これの配布や受け取

りについては、実際はどのように運用さ

れているのか、どんなふうにして配布さ

れてきているのか。学校現場に押しつけ

ていないのか。

　先ほど、教務用品の副読本などについ

てもお聞きしましたけれども、先生がい

ろいろな人権問題について取り組む中で

自由な学校教育というか、やっぱりそれ

ぞれの先生が考えた中で選べるような体

制になっているのか、その点もお聞きし

たいと思います。

　１１１ページの教務用品の支給事業で、

先ほど小学校３年生、４年生の小学校副

読本の作成事業ということで、印刷製本

費は２９４万円と別で上がっていると思

うんですが、教務用品支給事業の３００

万円は教師用の図書及び児童・生徒用副

読本を支給というふうに別項目で書かれ

ているわけなんですが、この点はちょっ

とわかりませんので。先ほどのご説明で

は、教務用品の支給事業については、

「私たちの摂津」の分も含まれていると

いうふうにおっしゃったと思うんですが、

この点、もう１回、確認したいと思いま

す。

　学力定着度調査ですけれども、答弁の

中で私はもっと詳しく、全国一斉学力テ

ストの問題点、それからどういう中身で

あるのか。今の学校教育現場、教育委員

会は一体どういうものがくるのか、そう

いうのは全部、もう把握をしておられる

んでしょうか。

　今、問題になっているのは、これは全

国の子どもたちに、６年生と、この問題

点が出てますが、小学校６年生と中学校

３年生を対象に全国学力学習状況調査を
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実施していると。６７億円もお金をかけ

て全国一斉にやるわけなんですが、この

問題は学校名ですね。男女、組、出席番

号、名前を書かせることになっていると

いうふうに私の持っている資料の中では、

そういうふうに書かれておりますが、こ

れはいろいろな学力テストをする。それ

以外に私生活にも深く入り込んでくると

いうことで９２問にも及ぶ質問項目があ

ると。

　早寝、早起き、朝ごはん、結構なこと

なんですけれども、いろいろな家族の個

人情報、そういうのも特定されていくん

ではないかと。それを全部、文部科学省

が情報を握る。

　その前にベネッセコーポレーションや

ＮＴＴデータなどが、この資料を全部チェッ

クするわけですよね。個人情報が、こう

いうところに全部流れていくと、そうい

う問題点があるというふうに私は知りま

したが、こういう点について、摂津市教

育委員会として、この問題点について何

も疑問を感じておられないのか、そうい

う答弁がありませんでしたので、中身の

問題点と、ほんとにそのままやらなけれ

ばならないのか。

　摂津市教育委員会として、子どもたち

の個人情報が全部そういうところに丸投

げされていくようなことでは困るわけで

す。それでなくても、いろいろな今、個

人情報がどんどん漏れているということ

で、保管をする、こういうことについて

は問題点が出ているわけです。このこと

をお聞きしておりますので、お答えいた

だきたいと思います。

　就学援助制度については、生活保護基

準がこの近年、２年ほど下がってきてお

りますよね、生活保護基準が。そういう

中で、摂津では認定を受けられるご家庭

が少子化と言われている中で、子どもの

数は減っているけれども認定率は上がる

という、こういう状況が出ているわけで

す。

　認定基準をさらに後退させることなく、

やっぱり現場で子どもたちの生活実態な

どについても、よく見ていただいて、こ

の制度が後退することのないように周知

していただきたいと思います。

　それから、先ほどの答弁の中で修学旅

行費の費用が大体幾らぐらいかかってい

るのか。それから、積み立ての状況等に

ついてもお聞きしたと思うんですが、ちょっ

とご答弁がなかったと思うのでよろしく

お願いします。

　学校給食費や修学旅行費などの払えな

いご家庭がふえてきているのか、そうい

う点でも、どうなっているのか、この点

の内容についてもわかる範囲で教えてい

ただきたいと思います。

　放課後子ども教室の実態は、学童との

連携ということもありますが、先ほど言

いましたように学校施設だけで考えると、

なかなか無理もあるということで、年々

ふえ続ける学童保育が片一方であるわけ

で、そういう点で言うと、やっぱり摂津

市内でもっと有効にいろんな施設を活用

していくという方法も、学校施設が身近

であるというのもわかるんですけれども、

いろんな生涯学習施設ということでも、

また公民館なども使っていろいろな、多

面的に青少年の健全育成を図っていくと

いうことで充実をしていただきたいなと

思います。

　夏は、子どもたちはプールがないです

し、ほんとにかわいそうなもんです。市

民プールの再開を強く求めていきたい、

そのことも思いますけれども、先ほどの

温水プールのところで市民プールとの再

開についての関係が、ちょっと答弁がな

かったように思います。
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　これまでの答弁では、温水プールの建

て替え時に検討もしていきたいというよ

うなことがあったわけですけれども、も

うそれ以上の域を出ないのか。いつごろ、

そういうのを考えているのか、そのこと

だけをお答えいただきたいと思います。

　給食事業について、民間委託というこ

とで民営化と言ったことは訂正させてい

ただきたいと思いますが、学校給食につ

いてはコストの削減というふうにおっしゃ

いました。

　今、摂津の学校給食をずっと取り組ん

でこられて、自校調理方式で米飯給食を

ふやし、そしていろいろなだしをとるに

も手作りからやっておられると思います。

学校給食安全会、そういう中で食材など

の選定も、かなり頑張ってこられている

と思うんです。

　学校給食調理員さんというのは、やは

りただつくるだけ、その辺でおそばやラー

メンをつくる、そういうことではないわ

けですね。やっぱり学校教育の一環とし

て、先生たちと一緒に、よりよい学校給

食をということで磁器食器にも変え、Ｐ

ＴＡの中では試食会なども開いて給食調

理員さん、栄養士さん、先生たちと一緒

に、よりよい学校給食をということでつ

くり上げてきた、そういう歴史があると

思います。

　そういう調理員さんのことをコストと

おっしゃるというのは、ちょっとだめだ

なと思うんですが、これ、退職不補充と

いうことで、ずっとやってきたと思うん

ですけれども、これからも退職不補充と

いうことで採用しなければ、年齢的にも、

それから非常勤化がふえると、そういう

ことなんですけれども、正職できちんと

若い人を採用していく、そういうことを

やっていけば人件費自身もそんなに高く

なることはない。

　なぜ、民間委託がいいのかというと、

やっぱり人件費が安いからということで

はないでしょうか。食材も調理する場所

も全然変わらないと、あとは人の配置だ

けということだと思うんですけれども、

代表質問でも言いましたように、公的な

こういう機関で官から民へということで

大切な子どもたちの学校給食に携わる、

こういう方々たちをどんどん民間委託と

いうことでやっていっていいのかという

ことと、本当に委託をすることでコスト

が下がるのかどうか、その２つの問題が

あると思うんですね。

　きちんと正職採用して、若い調理員さ

んを採用していくということでいくと、

民間で委託をしていくということよりも、

かえって経費はかからないのではないか

と、そういうふうに思いますが。

　それと、もう一つは組合との協議です

ね。それから、ＰＴＡの話し合い。きの

うも藤浦委員が質問されておりましたけ

れども、組合との協議については、まだ

全然進んでいないというふうに聞いてお

りますし、ＰＴＡの皆さんは民間委託す

ればいいなんて思っておられる親御さん

たちは、ほとんどいないと思います。やっ

ぱり喜んでおられると思いますし、学校

給食試食会なんかに行きますと、栄養士

さんと調理員さんとの、いろいろな話し

合いができて、こんなに努力してつくっ

てもらっているんだということで、また

食の大切さというのを親としても知ると

いうか。ここまで手をかけてつくってい

ただいているんだなということを一緒に

つくりながらもやりますけれども、そう

いう学校給食、教育としての学校給食の

あり方、そういうのが問われていくので

はないかなと思いますが、この点をもう

一度確認したいと思いますし。

　市長がおっしゃっておられましたアカ
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ウンタビリティ、こういう点でも全然ま

だまだ説明が足りない、そういうふうに

思います。どうでしょうか。

　生涯学習フェスティバルについては、

またいろいろな方の住民参加をもっとやっ

ていただいて、いろいろな創意工夫とい

うか、そういう中で余りそんなにお金を

かけなくても、いろんな工夫ができるん

だということで、ぜひまた取り組んでい

ただきたいなと思います。

　埋蔵文化財の保存につきましては、地

域の歴史を知る上でも大変大切であると

いうふうにおっしゃいました。しかし、

保存をするようなところはないと、そう

いうことなんですけれども、でもやっぱ

り、きちんと吹田操車場遺跡についても、

かなり貴重な、まだ本当に部分しか取っ

てないんで、どこまで貴重な遺跡がある

のかというのは、きちんとやってみない

とわからないとも言われております。

　そういう中で駅舎をつくったり、そう

いうことになっていきますと、遺跡が破

壊されてしまうのではないかという、そ

ういうこともあるわけですから、きちん

とその辺は保存や、それから調査をやっ

てもらえるように生涯学習スポーツ課と

しても、今の状況もしっかりつかんでい

ただいて、保存できる拠点なども、やっ

ぱりそろそろ検討していく、そういうこ

とも必要ではないかなと。

　大きな建物を建てろとか、そういうこ

とではないと思いますが、やはり工夫を

して、そういうのを残して、いつも置い

ておけるようなところをやっぱりつくっ

ていくべきではないかなと思いますので、

要望しておきたいと思います。

　図書館の千里丘公民館との関係で言い

ますと、私はせめてハンディスキャナは、

やはり頑張って言って予算獲得をしてい

ただきたいなと思うんですね。これから

もふえるのは、だんだん周知されていっ

たら千里丘地域の人でも高齢化が進んで

おりますし、市民図書館まで足を運べな

いという人は、ほんとに多いです。

　そういう中で、図書施設の充実はもち

ろん必要です。これについても私たちも、

また声を上げていきたいなと思いますけ

れども、ぜひ担当課としてもハンディス

キャナなどを取り入れてもらって、ぜひ

もっと簡素化して貸し出しができるよう

に。そうすれば、もう少し、今、人の力

でやってもらって、それはそれで今、お

金をかけなくてもできることがあるでは

ないかということで、ずっと要望して提

案してきましたけれども、ぜひそういう

点については、ぜひ来年に向けて獲得で

きるように頑張っていただきたいなと思

います。よろしくお願いいたします。

　学校図書については、もうずっと同じ

ような答弁なんですけれども、学校図書

館の大事さというのは、学校の先生方は

十分わかっておられると思うんですね。

やっぱり、きのうから学力の問題が言わ

れておりましたけれども、やはり読書推

進していくという、そういう方針も持っ

ておられるわけで、やはりキラリと光る

この摂津のよさというのが学校図書、専

任司書を配置することで、子どもたちが

本当に本を読む楽しさとか、それから地

域になかなか、そういうような文化的な

施設がない中で学校の図書室の充実とい

うのは、夏休みでもゲームに没頭するこ

となく、そういうところで過ごそうとい

う、そういう提案もされているわけです

から、ぜひ専任司書の配置についても検

討をすべきやと思いますので、これは要

望しておきたいと思います。

　ミニキャンプ場の問題ですけれども、

この間の、当初、青少年の健全育成を図

るという始めたミニキャンプ場ですけれ
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ども、時代の流れによって、なかなか利

用も減ってきたということとか、野外で

の宿泊なども難しくなってきたというこ

となんですけれども、先ほど担当所管の

委員会の方では了解を得るというような

ことですけれども、ほんとにそうでしょ

うか。

　先ほど、私言いましたように、もう一

度、そうではないというふうに認識して

るんですね。これを見ますと、備品や倉

庫については青少年課で管理をしたり、

何かいろいろ書いてますけれども、宿泊

は原則不可であるけれども、活動内容に

よっては宿泊可とか。何か、十分、ちょっ

ともう少し時間をかけて協議した方がい

いんじゃないかと思うんですね。

　やっぱり青少年課が、いろいろな仕事

があって大変というのもよくわかるんで

すけれども、やっぱりこのミニキャンプ

場としてやってきて、施設もまだそのま

ま残る、そういうことがあるわけですよ

ね。そういう中で、やっぱり青少年の健

全育成を図るということでは、摂津では、

なかなか施設がないし、山もないし、そ

ういう中でいろいろなやり方によっては、

もっといろいろ活発にできると思うんで

すね。

　これまでつくってきた流れと、そうい

う中でもう一度、担当課と受け入れる課

との、担当委員会は私は了解していると

は思っていないんです。そういう中で、

もう１回時間をかけて、もう少しきちん

と精査をされた方がいいのではないかと。

ことしは、もう予算はついてませんけれ

ども、そういうふうに思いますが、いか

がでしょうか。以上です。

○嶋野委員長　暫時休憩します。

（午前１１時４９分　休憩）

（午後　１時　２分　再開）

○嶋野委員長　再開します。

　それでは、２回目の答弁をいただきま

す。馬場教育総務部次長。

○馬場教育総務部次長　ご質問の中で柳

田小学校において、学級数が不足すると

いいますか、少し窮屈なんではないかと

いう、そういうお問がございましたので、

そこのところについてお答えさせていた

だきたいと思います。

　柳田小学校につきましては、当初から

三宅小学校との統合に際しましては、今

ある現有施設の中でほぼ普通教室は賄え

るということでご答弁を繰り返しており

ますが、ただ現在、その普通教室に転用

するためには、現在、余裕教室が１８年

度現在で７教室ございます。そのうち、

３教室は既に少人数教室ということで学

習の場に使われておりますので、これは

もうこのまま現状維持をしなければなら

ないと考えております。

　なお、この３教室の少人数教室という

のは、市内におきましても別府小学校と

同様で一番多い数、あとの学校につきま

しては大体１教室ないし２教室の転用に

なっております。

　７教室のうち、残りの４教室が教具室

とか資料室になっておりますので、この

４教室のうち、統合に際しましては１８

年度に比べまして３教室程度、学級数が

ふえると見込んでおりますので、この４

教室のうち３教室を普通教室に転用する

と。そのために今現在、資料室とか教具

室として使っておりますので、その代替

施設が必要となりますので、新たに４室

の建物を別途つくるということで考えて

おりました。

　また、学校との協議の中で多目的ホー

ルに隣接する多目的ホールの資機材室も

移転しなければなりませんので、それに

使っていた資機材は、別途多目的ホール

に隣接するところに附属の倉庫室として
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つくるということで、合計５室、必要な

部分を確保しようと思っています。

　ですから、そういう意味におきまして

は、統合後におきましても現有の教育環

境を保てると私どもは考えておりますの

で、よろしくお願いしたいと思います。

　なお、参考に申し上げますと、仮に３

５人学級になったといたしましても、も

う既に１年生、２年生は、この１９年で

３５人学級になりますので、残り３年生

から５年生の今の生徒数から推測しまし

て、平成２０年を考えますと、仮にすべ

ての学級が３５人学級になったとしても、

１学級程度ふえるのみと。

　大体、今、平均しますと２７名から３

７名ぐらいのクラスですので、その３７

名の学年が１学級ふえる程度でございま

すので、私どもはそういうことも見越し

て必要な分を確保しているつもりでござ

いますので、よろしくお願いいたします。

○嶋野委員長　岩見総務課参事。

○岩見総務課参事　継続費の補正後の総

事業についてのご質問にお答えさせてい

ただきます。

　継続費、補正後の総額が８億１，５４

２万５，０００円ということでございま

すが、工事請負費契約をいたしましたの

が７億４，８００万円ということで、あ

と工事監理費が１，５４２万５，０００

円ということで、請負金額と監理費に対

して総額が多いのではないかということ

かと思いますが、この件につきましては

委員の方からもご説明がございましたよ

うに、大規模な建築工事となっておりま

す。

　また、２か年にわたります工事となっ

ており、最終的に工事の出来高を精査す

る中で増減等が生じる場合があるという

ことで、財政課とも協議をいたしまして、

若干の予算に余裕をもたせていただいて

いるところでございますのでご理解をお

願いいたします。

○嶋野委員長　大路教育総務部参事。

○大路教育総務部参事　それでは、学校

教育課にかかわるご質問の２回目にお答

えをいたします。

　まず、特別支援教育関係での障害児等

支援員の雇用の問題でございますが、こ

れは委員ご指摘のように摂津市の非常勤

職員としての雇用ということでございま

す。正職員としての雇用ということでご

ざいますが、現状では困難と考えており

ます。

　それから、学力調査、特に文部科学省

の全国学力学習状況調査でございますが、

先ほど調査の目的について述べさせてい

ただきましたが、調査対象は委員がご指

摘のように小学校６年生、中学校３年生

の全児童・生徒を原則として対象として

おります。

　調査内容は、教科に関する調査という

ことで、国語、算数、中学では国語、数

学ということで、その内容は主として知

識に関する問題と主として活用に関する

問題ということで、知識と活用という、

この２領域の問題として教科に関する調

査は行われるというふうに聞いておりま

す。

　それからもう一つ、生活習慣や学習環

境に関する質問による調査ということで、

児童・生徒に対する調査では、学習意欲、

学習環境、生活の諸側面に関する調査が

行われるということでございます。

　これは、児童・生徒の生活習慣や学習

環境、それから学校教育に関する整備状

況等、学力、先ほど冒頭に教科に関する

調査との相関関係を分析、公表されると

いうことで、この調査内容が大きく２つ

に分かれているということで説明を受け

ているところでございます。
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　また、調査結果につきましては、文部

科学省の方は個々の市町村名や学校名を

明らかにした公表は行わないなど、学校

間の序列化や過度の競争につながらない

ように配慮をするという内容で聞いてお

るところであります。

　また、個々の児童・生徒に対しては、

答案は返却されませんが、学校を通じて

設問ごとの正答や誤答の状況などがわか

る個表を返却をされるという内容として

聞いております。

　先ほど、個人情報の取り扱い等につい

てのご質問でございますが、この全国学

力学習状況調査の事業の一部が民間機関

に委託されて実施をされるということで

ございますが、個人情報の取り扱いにつ

いては、民間機関との委託の契約で適切

に対応されているというふうに聞いてお

るところでございます。

　それから、最後に修学旅行の費用の問

題でございますが、平成１７年度、小学

校で１２校の平均が２万２，１２２円、

１８年度が２万１，５９９円となってお

ります。

　中学校の方は、平成１７年度、５校の

平均が３万５，９３６円、１８年度は３

万８，０９３円となっております。

　積み立て等につきましては、各学校に

よって状況が異なるということでござい

ますので、ご理解をお願いしたいと思っ

ております。

　特に就学の援助が必要なご家庭につい

ては、それぞれの制度をご利用いただい

ておるということでございますので、そ

れ以外という形では十分把握できており

ません。

○嶋野委員長　北野学務課参事。

○北野学務課参事　学校給食の民間委託

についての２回目のご質問にお答えさせ

ていただきます。

　委員ご指摘のように、民間委託によっ

て摂津市のよい学校給食の伝統、これを

決して私どもは損なうことがないという

ふうに考えております。

　今後の学校給食の充実につきましては、

学校給食関係者で構成されます学校給食

会において十分、検討・協議をしてまい

りたいというふうに考えております。

　ご提案の民間委託に変わる方法で正職

の補充はどうかというお話でございます

が、正職の補充につきましては、短期的

にはなるほど給与の単価差が反映される

ということに考えられますが、退職金等

を含めます生涯賃金を考えますと、やは

り効率化にはつながらないというふうに

考えております。

　あと、保護者等へのご説明でございま

すが、民間委託に関する職員組合等との

協議が整い次第、当該校の保護者の皆様

には丁寧な説明をさせていただきたいと

いうふうに考えております。

○嶋野委員長　中岡生涯学習部次長。

○中岡生涯学習部次長　それでは、温水

プールに関しまして、２回目のご答弁を

申し上げます。

　温水プールの建て替え、あるいは児童

プール、それから、いつごろ考えている

のかというようなご質問であったと思い

ます。

　温水プールは、先ほどの答弁でも申し

上げましたように、もう２５年目になり

ますが、今すぐ建て替えをするというこ

とは考えておりません。早目早目のメン

テナンスを十分にし、支障のないような

運営をしていきたいなと考えております。

　また、市民プールの再開とか児童プー

ルというようなご質問もございましたが、

ご承知のように先般の代表質問の中でも

ありましたように、旧市民プール跡地は

市営住宅の建て替えの事業用地として１

－ 25 －



９年度から５か年で整備されるというふ

うに聞いております。

　１９年度に行われる予定の基本設計の

中には、その施設の配置とか、それから

進入路の問題とか、いろんなことで基本

設計されると思いますので、私どもとし

ては神安の水路を越えたところに駐輪場

を設けておりますが、駐輪場の整備等も

含めた温水プールとしての設備をどう取

り込んでいくかということは議論になる

と思いますので、そういったところで私

どもの考えも設計の中に入れていただけ

ればありがたいなと考えています。

　また、同時に公共施設の再配置計画も

ございますので、そういったものの中か

らも議論されるものと考えております。

○嶋野委員長　奥田生涯学習部長。

○奥田生涯学習部長　ミニキャンプ場に

つきましての２回目のご質問でございま

すが、ミニキャンプ場は１９年度から対

象者を青少年団体等に限定した施設では

なく、自治会等市民団体への利用拡大と

ともに、公園とミニキャンプ場の使用申

請を一元化し、市民への利便性を図るた

めに管理を公園みどり課へ移管するもの

でございます。

　なお、ミニキャンプ場の受け付けは一

元化いたしますものの、青少年団体等に

つきましては、青少年課が窓口へ案内す

るなどトラブルの防止に努めてまいりた

いというふうに考えております。

　また、一部のキャンプ備品の貸し出し

についても行ってまいりたいと考えてお

ります。

　利用につきましては、青少年課、子ど

も会等への啓発を進めますとともに、ミ

ニキャンプ場といたしましての利用拡大

につきましては、公園みどり課と青少年

課が連携を図り取り組んでまいりたいと

いうふうに考えておりますので、よろし

くお願いいたします。

○嶋野委員長　平松人権教育室長。

○平松人権教育室長　先ほど答弁いたし

ました中で市人権、大人協と申しました

けれども、市人権の方は摂津市人権教育

研究会のことであります。

　大人協は、大阪府人権教育研究協議会

のことでございます。

　ともに教職員の人権教育に関する研究

団体でございます。部落解放同盟とは関

係ございません。

　次に、人権教育副読本の「にんげん」

についてでございます。

　副読本は、大阪府教育委員会が府下の

児童・生徒全員に配布するものでありま

す。市町村教育委員会は、児童・生徒数

を府に報告いたしまして、府より直接学

校の方に配布されます。

　人権教育副読本の活用につきましては、

各学校の人権教育推進計画に基づきまし

て、各学年等で中にあります教材等を選

択して使用するものでございます。教育

委員会がその活用について押しつけとい

うようなことは全く行っておりません。

　次に、業務用品支給事業のところで、

教師用図書及び児童・生徒用副読本を支

給という項があります。それにつきまし

て、先ほどお答えした内容が間違ってお

りましたので訂正して説明させていただ

きます。

　まず、教師用図書でございますが、教

師用図書は教師が使う教科書と、それか

らクラスがふえた分の教師用の指導書の

ことでございます。

　それから、児童・生徒用副読本は、平

成１９年度は中学校の体育実技の副読本

で新１年生全員に配布するものでござい

ます。

○嶋野委員長　和島教育長。

○和島教育長　小学校統合の問題につき
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まして、今日の状況の中で教育委員会と

して、どのように考え、とらえているの

かというようなご質問であったかと思い

ます。

　この問題につきましては、ご承知のよ

うにこの統合問題、教育委員会では１学

年１学級という小規模校、これを解消し、

適正な学校規模、学習環境の中で子ども

たちが学ぶことができる、そういうこと

を目的として実施したものでございまし

て、以前からご説明しておりますけれど

も、統合することによって生み出されま

すランニングコスト、約８，０００万円

から１億円と試算いたしておりますけれ

ども、そのようなものにつきましては１

年生の学級への指導員の配置、あるいは

きょうも議論になっておりますけれども

学校図書室への指導員の配置、そしてま

た学校図書蔵書の充実等、そのようなも

のに充てていく、このことはやはり学校

教育、摂津の教育、これもきのうから議

論になっておりますけれども、摂津の学

校教育の充実につながっていくものだと

私は固く信じているところでもございま

す。

　そして、また空き教室の問題、先ほど

も課長から答弁いたしておりますけれど

も、少人数指導、今盛んにやられており

ますけれども、今後もいろいろなきめ細

かい指導をやってまいりますけども、そ

れにつきましては施設としては十分対応

できると、そのように判断いたしてると

ころでもございます。

　それともう一つのご質問がありました、

あわせて私の方でお答えしますけれども、

学校跡地の問題で教育委員会の立場から、

どう考えているんだというようなご質問

であったかと思いますけれども、私たち

はこれまで、この問題で地元の皆さん方

とも何度もお話しさせていただきました。

　その中でお聞きしています内容につい

ては、一つは避難地の問題で、体育館を

何とか残してほしいという強いご意見、

あるいは地域コミュニティ活動の拠点と

して確保してほしいというご意見、その

ようなものについては私どもも十分認識

いたしておりまして、現在、摂津市小学

校跡地活用検討会議、庁内でありますけ

れども、その中でもご意見をいただく中

で、そこで一定の方針案も出されてきて、

今、パブリックコメントにも書かれてい

ると、そのような状況にあります。

　それと、教育委員会、これはほんとに

跡地問題は庁内で市全体の問題として今

後議論していくわけですけれども、私ど

もがこれまで考えておりましたのは、や

はり一部売却とか、そういうものになっ

てきたときに、売却益を何に使うのかと

いうことになれば、やはり教育委員会の

立場からすれば教育の充実に充てていた

だきたいという強い考えを持っておりま

す。

　私たちが当初考えましたのは、そうい

うところで出てきたものが、これもずっ

とこの委員会でも議論になっております

けれども、先ほども耐震対策の問題があ

りました。私が考えてましたのは、通常

でしたら、きのうの全棟１校方式でやっ

ていくというような話がありましたけど、

１０年かかるん違うかとか、１年に１校

しかできないとかいう議論もありました

けれども、やはりそういう売却益をでき

ることなら、そういうところにも充てて

いただいて、１０年かかるところを５年

でやるとか、そういうことも必要になっ

てくるだろうと。

　あるとは、エアコンの問題もいろいろ

出ておりますけれども、そういうことも

やはり財源がなければできません。そう

いう中で教育委員会の立場としては、そ
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ういうことにも教育の充実という観点か

らは充てていただきたいという希望も持っ

ております。

　ただ、これは最初にも申しましたけれ

ども、全庁的な問題でありますから、市

財政全体の中でも議論をして今後進めら

れていくと、そのように考えております。

　ただ、来年４月に迫っておりますので、

私たちはこれまでのジュニアハートフル

プログラムの実施等、統合校の子どもた

ちとが希望に満ちて新しい学校で来年４

月に迎えられるように、なお一層取り組

みも進めてまいりたいと、そのように考

えてます。

○嶋野委員長　川口委員。

○川口委員　小学校の統合に係る分です

が、柳田については、また説明をいただ

いてたときと、また若干変わってきてる

のかなという感じも受けたんですけれど

も、金額の点では全然触れられませんで

した。

　当初１億円ぐらい。この間の説明では、

１億５，０００万円、だんだんだんだん

上がってきてるわけです。統廃合の審議

の答申を出すときには、そんなお金はほ

とんど要りませんと、そういうふうに説

明をしておいて、いざ統合になると３億

円近いお金がかかるわけですよね。

　当初、４教室分とおっしゃってました

けれども５教室分なんて、今、話が出て

ますし、またまた馬場さんの答弁がちょっ

とずつ変わってきてるなと思うんですね。

　日がたちますと、なかなか全部覚えて

おられないというのも私自身もありまし

て、また振り返って資料をいただいた分

で、ずっと今回質問するのにまた見てみ

たんですよね。どんどん数字が変わって

て、実際はそしたら柳田の給食調理室に

ついても価格は未定としておられんです

よね。そうやのに今回はお手元にあるよ

うに一緒に合算で、これは効率的なやり

方かなと思いますけども、そしたら一体、

幾らかかるんやろうと。そういうのもやっ

ぱり、もしこれ金額が入れば、もっとふ

えてるわけです。当初も１億円ぐらいし

か要りませんと、ゼロと言ってたのが１

億円にふえて、２億円になり、３億円に

なり、これ給食場の整備で言うと約２，

０００万円ぐらいかかるんですかね。前

は、２，０００万円ぐらいかかるかもし

れないとおっしゃったと思うんですね。

　そういう点で言うと、金額面で言って

も、統合するときにはそういうふうに小

さく言うといて、いざ統合になると、こ

れだけやっぱり費用がかかると。子ども

たちのために、いい施設をつくらなけれ

ばならないというのは一緒ですけれども、

やはりこういう点で言うと、判断すると

きのやり方ということについては、いさ

さかやっぱり疑問を感じておりますし、

今後の統合についても安全面、それから

金額の面、そういう点でも今、教育長が

おっしゃっていただきましたけれども、

学校施設として跡地を活用するというこ

とであれば、教育委員会の所管であれば

国庫返還もしなくていけるということも

あるわけです。

　だから、三宅校区の皆さんからも、ま

た切実な要望が出されてるわけで、こう

いう声に幾ら、今、跡地活用が政策推進

課に移ったからといって、きのうでもあっ

たと思いますけれども、やはり教育委員

会として先ほどから、ずっと議論してい

る生涯学習施設も少ない、そういう中で

ほんとにどういうふうに活用していくの

か。もっと、みんなで知恵を絞っていた

だきたいなと、そういうふうに思います。

　また、次の機会にこのことについては

取り上げていきたいと思います。

　続いて、障害児介助員や特別支援教育
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へ向けての体制なんですけれども、ご答

弁で、ずっとこういう身分の方で障害を

持つ子どもさんたちの教育をしていくの

かと、そういうことなんです。もう、何

年、途中でやめておられる方もおられる

かもしれませんけども、９名です、ずっ

と９名で来てて、そのままずっと非常勤

特別職というような、こういう形でいい

のかというのを聞いてるわけです。いい

と思ってるということですよね、だから。

その答弁であればね。どうですか。

　やっぱり、特別支援教育になってきて、

そして養護学級も３０学級になってきた。

先ほどの統廃合の中で余裕教室がありま

すよなんて言うてはりますけど、養護学

級をふやさなだめなんですよ。そのこと

も考えておられすか。

　そういう中で私は、やっぱりこの身分

はきちんと保障していくべきやと思いま

すし、大変な仕事になっていくわけです

から、ぜひその辺については来年に向け

ては正職にしてくとか、そういうことに

ついても検討すべきやと思うんですよ。

ずっと、このままでいいなんていうのは、

どんな重度重複障害の子どもさんたちも

受け入れているという摂津の学校教育で

あるんであれば、やっぱりここはきちん

と人の確保については非常勤なんていう

そういう身分保障ではなくて、きちんと

対応すべきやと思いますので、この点は

要望しておきたいと思います。よろしく

お願いいたします。

　人権教育の問題ですけれども、部落解

放同盟とは一切関係はございませんとい

うご答弁でありました。これまでの委員

会や議会での、いろいろ質問の中で、先

ほども最初に言いましたように人権教育

副読本、これは前の「にんげん」という

本です。「にんげん」の本の歴史では、

今おられている理事者の方は、もう知っ

ておられるかもしれないけど、ずっと委

員会でこの「にんげん」の本の中身につ

いても取り上げてきましたし、この本が

部落解放同盟と深いかかわりがあってつ

くられているということもご存じだと思

います。

　それを今、児童・生徒数を報告をして、

それに基づいて大阪府の方から送られて

くると、押しつけは行っていないと。

　先ほど言いましたように、今、府下的

にも、それから全国的にも問題になって

いる、この部落解放同盟との関係、人権

ということであれば、もっとたくさんい

ろんな教材はあるはずなんです。なぜ、

これだけが大阪府下で一斉に各学校に子

どもの生徒数に応じて配布されなければ

ならないのか。それをまた何か当たり前

のように使っておられる。中身の問題は、

どんどん変わってきましたから、昔はもっ

とひどかったでしょ、中身は。地域が特

定できるような中身もありましたし、そ

ういう点で言うと、これについては、も

う府下からどんどん要りませんというふ

うに、終わらせるという、そういう意思

表示が何でできないんですか。それは、

やっぱりといいと思ってはるからですか

ね。　

　ことし、北朝鮮の拉致問題についても

催しをするということも出しておられま

すけれども、いろいろな人権問題を取り

扱っていくということで、私は女性プラ

ンがこの３月に策定されますけど、ずっ

と聞いてます男女平等教育、そういう点

でも人権という問題が一番大きな根底に

あると思うんですね。

　そういう点で言うと、もうこういうと

きに部落解放同盟タブーをなかなか言え

なかった。今、部課長会でも、ずっと買っ

て来られた「部落解放」という本、買っ

ておられたそうですけれども、それは少
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し見直しをするなんていう話が出てるそ

うですが、同じことやと思ってるんです。

　これだけ、今、問題になっている。そ

ういうことで、きちんと関係を断ち切る

というか、そういうことが必要なんでは

ないかなと思います。

　大阪府人権教育研究協議会への発表会、

こういうのにも動員とか、そういう強制

はないんですか、各先生方にですね。関

係を絶ち切るということと、こういう本

の配布については、きっぱりと拒否をす

るという、そういう態度と。それから、

このような研修会についての押しつけは

ないのか、その点についてもう一度お聞

きしたいと思います。

　学力定着度調査とあわせて全国一斉学

力テストの問題、大路参事、今答弁され

たのは、「全然問題はありませんよ」と

いう感じですねんね。そういうふうにし

か認識しておられないんですかね。

　さっき言いましたように、ベネッセコー

ポレーションとＮＴＴデータ、ここがそ

れを全部、個人名からわかって、そこの

ご家庭の家庭状況まで、言ったらわかる

ような項目まで入ってるわけでしょう。

これ、親たちは全然知らないんです。先

生たちは、もうご存じだと思いますけど、

こういうことが幾ら適切に対応されてる

といっても、こういう会社というのは言

うたら進研ゼミとか、そういうことで進

学校、塾産業といいますか、そういうの

もやってるわけですよね。

　そういう点で言うと、個人情報も、す

ごく欲しいわけです。こういうのが、言

うたらきっちり、本当に適切に対応され

ていけるのか、管理できていけるのか甚

だ疑問なんです。

　全国的な調査をしたいということであ

れば、今までのように大阪府も無記名で

やりましたよね。でも、抽出できるんじゃ

ないんですか、やったとしても、全部の

データを渡さなくても。

　しかも、また学籍番号とか、それから

名前まで記入してこんなテストをやられ

るということについて、全然疑問を感じ

られないんですか。子どもたちの個人情

報、また、親たちも知らない間にこうい

うことがやられて個人情報保護にも抵触

するかもしれないような、こういうテス

トを、国がやるから全然問題視しないで

一斉にやってもらうんだという、そうい

う考え方でいいんでしょうかね。

　答弁の方は、何か、ほんとに何も問題

はありませんみたいなご答弁やったと思

いますけど、これは大変問題があるとい

うことで、これ早く、でもお母さんたち

にもＰＴＡの皆さんたちにもこういう内

容がありますよということで知らせるべ

きじゃないんですか。いかがですか。

　給食事業ですけれども、決して内容を

損なうことはないと。給食会においても

十分検討・協議していくと、短期的には

コストが要るけれども生涯賃金を考えれ

ばそうではないと、そういうことをおっ

しゃってますけれども、それをほんとに

保障することができるのかということで

す。

　それと、私は疑問に感じてるのは、ド

ライ方式にしたところから民間委託にし

ていきたいという考え方が、もうほんと

に、不十分じゃないけども給食事業につ

いても教育委員会としては頑張ってこら

れたと思いますけれども、古い施設の中

でもいろんな古い器具があったころから

摂津の学校給食をつくって頑張ってこら

れた、そういうところで新たにドライ方

式にしたところから民間委託をという、

そういうのもおかしいのではないかと思

うんですね。

　給食の大切さであるとか、そういう中
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身であるとか、そういうことについては、

なぜ民間委託がいいのかというと、もう、

ひたすら人件費が安くつくから、このこ

とに尽きると思うんですね。

　内容については損なうことなく、そう

いうふうにおっしゃってますけれども、

やっぱり民間委託ということは企業もも

うけなだめですから人件費は、さらに低

く、それから食材についてはどんなふう

になっていくのか。安全は確保していき

たい、当たり前ですけれども、ひたすら

人件費を安く、公が民間委託することで

下げていくという、そういうところに委

託するということですから、この点につ

いては学校給食調理員さんをコストと見

るのか、さっきも言いましたように学校

教育の一環として、やっぱり給食の大切

さということで公務員として採用してい

くということの大切さ、そのことも言い

ました。

　そういう点で言うと、やっぱり考えて

いかなければならないと思います。財政

問題、ひたすら財政の問題だけで、あと

は中身は変わらないんだと、そういうふ

うに言っておられますけれども、これに

ついてはＰＴＡの皆さんや、それから組

合との協議もこれからもあるということ

ですけれども、ずっとこれまでも学校給

食の中身についても市民の皆さんにも呼

びかけて子どもたちの学校給食というこ

とで、いろいろ取り組みが行われてきま

した。

　民間委託になると、そういうこともな

かなかできなくなるんではないかなと、

そういうふうにも思います。この点につ

いてもコストだけで見るのではなくて、

学校給食が果たしてきた役割とか、それ

から学校教育の一環としての給食事業に

ついて、やはり市が責任を持って考えて

いかなければならない問題だと思います

ので、安易な民間委託はやめるべきであ

ると、そういうふうに考えております。

また、次の機会にでも質問していきたい

と思います。

　あと、ミニキャンプ場についてですけ

れども、これのミニキャンプ場を始めた

そもそもの青少年の健全育成という理念

から見て、市民の利便性をこれからも図っ

ていきたいと、そういうことで先ほども

言いましたように生涯学習施設が少ない

という中でミニキャンプ場の活用の仕方

というのは、いろいろあると思うんです。

もっと知恵を絞ってもらって青少年団体

や青指の皆さんとか、そういう人たちと

もやれば、例えばこどもフェスティバル

なんかは、そこの平和公園とか大正川を

使ってやっておられますけれども、そう

いうキャンプ場を使ってでも、いろんな

ことができると思うんですね。

　やっぱり、これは委員会委員にそれぞ

れ説明に直前に来られて反対ということ

ではなかったんですけれども、その後、

所管の委員会ということで疑問の声が出

てきてるわけで、やはりこのミニキャン

プ場の問題については、ことし予算はつ

いてませんけれども、さっきも言いまし

たようにもう一度公園みどり課と十分協

議をして、担当所管委員会にも理解をし

てもらうと、そういう努力をしていただ

きたいと、そういうふうに思いますので

よろしくお願いいたします。

　それから、プールの件については、必

要性は認めておられますし、市民プール

の必要性については、前から答弁にある

ように認めておられます。そういう中で

公共施設の再配置計画、こういう中で温

水プールも、もう２５年たっていると、

そういうことなんですけれども、やはり

これも子どもたちの健全育成を図る、そ

ういう大切な施設ですし、本当にどんど
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んどんどん少なくなっているわけで、そ

ういう点についてはきちんと再開できる

ように担当課としても、ぜひ声を上げて

いっていただきたいと、そういうふうに

要望しておきたいと思いますので、よろ

しくお願いいたします。

　駐車場になる部分で、ここについても

横断歩道などで比較的安全とおっしゃい

ましたけれども、死亡事故も起こってる

わけです、あそこはね。ちょうど、くだっ

てくる車もあるわけで、かなりスピード

を出してるときもありまして、信号を守

らなかったり、そういうのもありますの

で、安全面についてはやっぱりきちんと

人をそこに配置するというようなことも、

やっぱり検討しないとだめだと思います。

非常に危ないですよ、あそこは、安全と

いうよりも。その点についても要望して

おきたいと思います。以上です。

○嶋野委員長　平松人権教育室長。

○平松人権教育室長　人権教育副読本の

「にんげん」でございますが、平成１４

年、１５年で内容が改定され、今日的な

課題も含まれた人権教育の内容となって

おります。

　また、小学校低学年におきましては、

今、提起されております人権基礎教育の

内容を意識したものとなっております。

　それから、大阪府人権教育研究協議会

が開催します夏季研修等の研修会は、あ

くまでも自主参加となっております。

○嶋野委員長　暫時休憩いたします。

（午後１時４６分　休憩）

（午後１時４８分　再開）

○嶋野委員長　再開いたします。

　平松人権教育室長。

○平松人権教育室長　人権教育副読本の

「にんげん」につきましては、各小学校、

中学校で活用しておられますし、先ほど

申しましたような人権教育の内容となっ

ておりますので、今後もこの活用につい

てはお願いしたいと考えております。

　しかし、活用について、特に強制なり

押しつけ、そういったことは考えており

ません。

○嶋野委員長　大路教育総務部参事。

○大路教育総務部参事　全国の学力学習

状況調査についてでございますけれども、

これにつきましては、文部科学省が学校

の設置管理者、私ども摂津市教育委員会

の協力を得て実施をするものでございま

して、この学力調査の出てきた背景が学

校教育の現状や課題について十分に把握

すること、国際学力調査等についても、

この間、いろいろ論議がされております

が、その結果に見る学力や学習意識の低

下傾向について考える。

　また、義務教育の必要、保障する仕組

みの構築をどうするかというようなこと

として説明をされておりますので、私ど

もの市としても協力をしていくという立

場でのぞんでおるところでございます。

　保護者への周知等につきましては、大

阪府教育委員会を通じまして文部科学省

の方に、この後どのような形で周知をす

るかについては問い合わせをさせていた

だきたいと考えております。

○嶋野委員長　川口委員。

○川口委員　一斉学力テストの問題点で

すけれども、国からの、先ほどから何回

も言ってます子どもたちの個人情報が出

ていかないように、それから抽出でもい

いじゃないかと言ってるんですよ。そう

いう声を各教育委員会が国へ向けて上げ

ていくことが、今、必要なんではないで

すかって言ってるんです。

　国の言いなりになって、子どもたちの

情報とかがどんどん漏れていくようなこ

とでは困りますし、これがやっぱり学校

間格差とか、いろいろなところに使われ
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てしまいかねないということもあるわけ

です。大丈夫です大丈夫です言うて、ど

うするんですか。担当課でやっぱり、や

らせタウンミーティングなんかもやって

る文部科学省がこれまでも新学習指導要

領で、これはいいんです言うて押しつけ

てきた結果が今の学校の状況ではないん

ですか。

　学級崩壊や、いろいろな落ちこぼれも

出てきて、学級担任も、摂津だって学級

崩壊状態にあるようなクラス、いろいろ

出てきてるんじゃないですか。ほんとに

ベテランの教師の皆さんが突然、子ども

たちの指導にほんとに行き詰まってしま

うような、大変な子どもの状況が出てき

てるわけで、そういう中で特別支援なん

かもしなければならない。そういう状況

が生まれているのに、さらにこのような

子どもたちに一斉に学力テスト、それ以

外に学校の私生活の中身までわかるよう

な、そういうことまでせなだめなんです

かということなんですよね。疑問を感じ

ていただかないと、摂津の子どもたちの

教育について、どう守っていけるんです

か。

　やっぱり、文部科学省が言ってきたか

ら全部正しいみたいなことでは、ほんと

に大きな間違った方向にも行きかねない。

それでなくても教育改革、こういう中で

愛国心を、やっぱり子どもたちに強制す

るというような、そういう方向も出され

ようとしているわけですよ。道徳心をＡ

ＢＣの評価ではかる。国会でも、このこ

とについては、こういうことを評価する

のは難しいと、前小泉首相がおっしゃい

ました。こういうことまで、どんどん出

てきかねない中身でしょう。

　この全国学力一斉テストについては、

ぜひ問題点も中でしっかりと論議してい

ただいて、摂津の子どもたちをきちんと

守っていくという立場でいろんな意見を

出していっていただきたいと、そう思い

ますのでよろしくお願いしたいと思いま

す。

　それから、こんなに長くするつもりは

なかったのですが、「にんげん」の問題

ですけれども、先ほどの中で平成１４年、

１５年には今日的課題に変えてと、ずっ

とその中で「にんげん」という本は、こ

れまでの歴史を見た中でもここが同和地

域であるというのがわかるような記述も

あって、どんどんどんどん委員会や議会

の中でもいろんな議論を出してきた中で

大阪府教委が、府教委というとあれです

けど、この「にんげん」という名前に変

えて内容を変えてきたという、そういう

歴史があるのはよくご存じでしょう。

　そういう中で有効な教材であるから、

児童や生徒数を報告して、何かそれだけ

ポンと来るということについては、今、

これだけだれも言えなかった。さっき言

いましたね、部課長会でも「部落解放」

という本を部課長会でお金を出し合って

買わなければならないような、やっぱり

こんな強制みたいなことがやられてきて

るわけでしょう、違うんですかね。

　こういうことになってることで、何ら

ほかにもたくさんいろんな教材があるし、

学校現場で先生たちが自分の教育、市の

教育方針に基づいて自由な教材を選べる

という、そういう資料もたくさんあるに

もかかわらず、こういうのを使って、な

おかつやっぱり使っていってほしいとい

うふうにされることについて、やはりこ

の機会にこれだけあちこちで問題が出て

きていることについて見直しせなあかん

し、大阪府教委もいろんなことについて、

これからもどんどん、また改善を迫られ

ることでしょう。

　だから、摂津市教育委員会として、こ
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ういうことについては、府教委がおろし

てきたことについても、やっぱり考えて

いかなければならない、そういうことで

受け取りを拒否されたらどうですかって

言うてるんです。

　全校の子どもたちの数の分をもらって

るわけでしょう、いまだに。こんなん、

これだけ無償で配布されるというのは、

おかしいと思いませんか。これについて

は、納得いきませんのでもう一度答弁を

求めたいと思います。以上です。

○嶋野委員長　担当課としては必要であ

ると考えているのかもしれませんけど、

教育委員会として、今、川口委員のご指

摘のような点もございますので、これか

らどのようにしていくのかという方向性

の話になってくると思いますので。福元

教育総務部理事。

○福元教育総務部理事　今後も府からの

配布を断らないのかということなんでご

ざいますけれども、室長から答弁もござ

いましたように、内容的には現在的な子

どもたちの課題に対するいわゆる心の教

育にも触れた、そういう内容もたくさん

入ってきていると。

　かつての「にんげん」の内容で扱われ

ていたものとは随分変遷をしてきている

ということを我々は見ております。そう

いう中で、これは今後もその教材を選択

するその中身ですね、中身を選択的に使っ

て学校で、それを指導に生かすというこ

とについて、今後もそういう形で実施を

していきたいというふうに考えておりま

す。

○嶋野委員長　川口委員。

○川口委員　私の質問に対して、きちん

と答えていただいてないというふうに理

解をしております。

　この「にんげん」という本の流れは部

落解放同盟と、やっぱり切っても切れな

い関係にあるという、そういうことがあ

ります。それはお認めになられますよね。

　全員に無償で配布されるこの副読本と

いうことで、このことについても今いろ

いろな内容の人権を考える本というのは

いっぱいあります。そういう中で摂津独

自でそういうことを考えていこうと、そ

ういうことでできるんじゃないかという

ふうに言ってるのと同じなんですけれど

もね。

　ただやから、いいというふうに思って

はるんですか。大阪府下一斉に同じ、そ

ういう人権にかかわる同じ本が子どもた

ちに無償配布される。どこからお金が出

てるんですか、これね。

　長年にわたって部落解放同盟との不公

正な同和行政について、今、メスが入り

出してきてるわけでしょう。そういうこ

との一つの一環として、最初の質問でも

言いましたように、浪速区にあります人

権センターというところには、部落解放

同盟が無料で部屋を借りていた、無償で

貸していた、そういう経過もあるわけで

すよね。

　「にんげん」そのものについても、内

容がどんどんやっぱり、いろんな批判を

受けて変わってきております。さっきか

ら何回言うたらわかっていただけるのか。

こういう本について摂津市教育員会とし

て、本当に子どもたちにどういうふうに

人権の大切さを教えていったらいいのか。

　それから、男女平等教育について、ど

うすればいいのか、いろいろな資料はた

くさんあると思うんですね。そういう点

でいうと、大阪府が補助金をつけてくだ

さいよと、副読本を買える、自由な裁量

を摂津市教育委員会や各教育委員会にやっ

てくださいよということで、その子ども

たちの生徒の分、無料で配布しておられ

る大阪府の分は摂津市教育委員会に人権
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を高めるための本ということで予算化し

てくださいというような要望を出したら

どうですか。やめるということは、そう

いうことでもあると思うんです。

　先生たちは、ほかにもいろいろ教材を

使って命の大切さであるとか、それから

差別をしないということとか、いろんな

教材で何ぼでもできると思うんですね。

　それをあえて、いつまでも部落解放同

盟タブーというのがあって、どこの大阪

府下も一斉にこういうのが子どもたちに

配布されてきたという歴史の中で今これ

だけ問題になってきて、部落解放同盟と

の関係を断ち切らなあかんと、行政は。

法も切れた中でも、なおかつ人権という

名を借りて続けられてきていると、最初

に申し上げましたけれども、こういうこ

とについて摂津市教育委員会として、やっ

ぱり大阪府教委にこのことについては、

もう見直しをすべきだという、そういう

声も上げていっていただきたいと、そう

いうふうに考えておりますので、ぜひ検

討していただきたいと要望しておきます

ので、よろしくお願いいたします。

○嶋野委員長　ほかに質疑はございます

でしょうか。藤浦委員。

○藤浦委員　昨日、質疑をさせていただ

いたんですが、きのう、そしてきょうの

議論を聞いておりまして、ちょっと心残

りが生じましたので、もう少し踏み込ん

だ質問を何点かちょっとさせていただき

たいなと思いますのでお願いいたします。

　一つは、きのうも質問いたしました子

ども読書活動推進に関連をして、計画的

な推進をお願いしたいということでお聞

きをしたんですが、その中で特に学校に

おける読書に親しむ環境づくりというこ

とを言いました。その中で何点か、ちょっ

とこのことについて、その項目について

１９年度の取り組みについてお尋ねをし

たいと思います。

　一つは、学校との連携という部分でご

ざいますが、図書館と学校図書室との間

での配本と回収を図るためのシステムづ

くりを研究しますと、こういうふうな項

目があります。これがどのようになるの

か。

　それから、児童・生徒の多様な興味・

関心に応じられる蔵書の質と量の充実に

努めますと、これは午前中の議論の中で

費用負担を多額にふやしたというふうな

話がありました。これは結構なんですが、

調べ学習などで必要な図書室資料等の整

備や読書相談等、児童・生徒の学習活動

の充実を図るため、専任の司書教諭の配

置を求めます。

　これも午前中に答弁がありましたので、

これはわかったんですけども、その次に

司書、司書教諭の資格や経験のあるボラ

ンティアの協力を得て、学校図書室の常

時開放ができるように努めますというふ

うな項目があります。これはどういうふ

うな取り組みになっていくか。

　それから、各校の蔵書のデータベース

化の実施により、学校間で利用できるシ

ステムを確立いたします。これは、デー

タベース化が既にできておりますけれど

も、今度、学校間のそういう協力体制が、

今度どこまで進められることになるのか。

　それから、先ほどの学校給食の調理業

務委託について、きのうも実は質問させ

ていただきましたんですが、今までのちょっ

と議論をしていただいている中で、この

調理業務委託そのものについて、もう少

し、やっぱりわかりやすく、詳しく説明

をお願いしたいなというふうに思います。

　例えば、先ほどメニューは統一メニュー

というふうにおっしゃっておりましたけ

ども、これ、栄養士が入られて、そうい

うメニューをちゃんとつくっていかれる
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というふうなことになっていますが、調

理業務委託になった場合とそうでない場

合、直営でやられる場合と、その栄養士

の関係とかについては、どのようになっ

ていくのかとか。

　それから、先ほども上がってました給

食の試食会というのが年に１度、各小学

校で行われています。このときに調理員

さんとの触れ合いなんかもあるわけです

けど、こういうのについてもどのような

ことになっていくのかとか。

　それから、先ほど言いましたように、

調理業務委託そのものについて、システ

ムというんですか、そういうのをもう少

し詳しく、保護者が聞いてわかるように

というか、保護者に説明するようなわか

りやすい説明でお願いしたいと思います。

　それから、３点目でございますが、統

廃合に伴う安全対策ということで、いよ

いよ２０年度からスタートになって、あ

と１９年度、１年でさまざまな整備をと

いうことになります。通学路関連の安全

対策、これは代表質問でも質問させてい

ただきましたけれども、特に三宅小学校

と柳田小学校の統廃合に伴いまして、今

まで何度も議論させていただいたのは、

阪急電車をどのように越えていくかとい

うことでございまして、一つは乙の辻踏

切が安全対策上、非常に問題であるとい

うことで、今まで何度もおっしゃってい

る中で交通専従員をつけるということと、

若干の踏切の中に白線を書くとか書かな

いとか、方向に矢印をつけるとかという

ようなことも今までの答弁の中ではあり

ました。ちょっと、これを、その問題と。

　それからもう一つは、これは南千里丘

のまちづくりと関連をしてくるんですけ

ど、境川のねきのところの丑川水路の間

ですね、ここを通っていく。これも千里

丘東３丁目の子どもたちが、ここを通学

路として通ろうかと、こういうような議

論もあるわけですけど、その話もそうで

すし、今の乙の辻踏切の安全対策もそう

ですが、どうしてもこれが拡張できない

ということであれば、ちょうど産業道路

踏切の少し京都側に寄ったところに小坪

井避溢橋という、昔、水路で水が抜ける

ようになってて、人が昔は通れたという

ことでございまして、あそこの産業道路

をつくるときには、あそこの下をトロッ

コを走らせて土を運んだというようなこ

とでございました。

　そこを通せばいいんじゃないかという、

地域の方が今、盛んにおっしゃっていらっ

しゃるんですけども、私も現場を見に行っ

たんですけど、確かに民地なんですね。

民地に面してて、そこから中に入ってい

く、その敷地も阪急の敷地になっている

ような形状ですけれども、了解が取れれ

ば、やってやれないことではないのでは

ないかと思うわけですけど、これは実質

上は南千里丘の関連では阪急の方には申

し入れをされているというふうにお聞き

しましたけれども、これは原因の発生と

しては、やっぱり統廃合に伴う子どもた

ちの安全対策というのも一つの、やっぱ

り原因ではないかと。解決策の一つとし

ては、これはぜひ考えていくべき問題で

はないかなと思うわけですけども、その

辺の教育委員会として、この対策案につ

いて、どのように考えておられるのか、

一度お聞かせを願いたいと思います。以

上です。

○嶋野委員長　北野学務課参事。

○北野学務課参事　学校給食の民間委託

について、もう少し中身をというご質問

でございます。

　民間委託の学校と正規職員が中心に職

務をいたします直営校と、当分の間、並

列した状況で学校給食を運営していく形
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になろうかなというふうに考えておりま

す。

　学校給食の基本的な流れでございます

が、まず学校給食の物資を納入していた

だく業者がございます。これについての

業者選定委員会というのがございます。

これは学校給食会にございます。その選

定業者をまず決めます。

　献立検討会というのがあります。これ

は、栄養士が中心になりまして、主食、

牛乳、おかずを基本としまして栄養価を

考慮して献立を考える場でございます。

　原案を献立選定委員会、これは栄養士

の立てた原案をもとに各校の給食調理員、

学校給食担当の教職員等が参加しまして、

献立を選定する委員会で献立が決定され

ます。

　その後、その献立に使います食材、こ

れを物資選定委員会、これも学校給食会

におります職員が納入業者の見本をもと

に価格と、その見本の内容を見きわめ決

定をいたします。

　決定された業者に当月の給食の物資を

発注し、これは学校給食会が一括して発

注するという形をとっておりますので、

直営校も民間委託校も同じ食材が入ると

いうことでございます。その食材を各校

の調理現場において検収、検品を行いま

す。このことについては、委託校の調理

業務をされる方に、この業務を任すのか。

はたまた、栄養士が検収、検品を行うの

か、この辺については今後協議をしてい

きたいと思いますが、検収、検品という

作業がございます。

　その後、調理というのがございまして、

ここの調理を民間委託をするということ

でございます。

　その後、当然、調理した後、食器等の

洗浄、この辺も含めて民間委託になるわ

けでございますが、そういう形で学校給

食が行われるということでございますの

で、よろしくご理解をお願いしたいと思

います。

　試食会の件でございますが、もちろん

民間委託校も直営校も学校給食調理員が

おるわけですが、その方々の身分が公務

員であるか、会社員であるかの違いであ

るだけなんでございます。

　事実上、私の方が先行して民間委託を

されている市を視察してまいったことが

ございますが、そのときもそこに働く会

社員の調理員さんは子どもたちに声をか

け、我々の正職の調理員と同じように行

動をされておりますので、子どもたちに

とっては会社員とか公務員とかいう区別

なく、うまく給食が運営されていると、

そういう理解でございます。

○嶋野委員長　通学路の安全対策につき

まして、田橋学務課長。

○田橋学務課長　通学路の件につきまし

て、まず阪急の乙の辻踏切、この踏切に

つきましては関係の課と協議しまして、

まず道路の整備をしてもらうということ

は２０年４月までには一方通行というこ

とで、お互いに踏切の中で交差ができな

いような、そういう白線を引くとかいう

ようなことも聞いております。

　踏切については、やはり莫大な費用が

要ることでありますし、阪急の方でいず

れあそこは高架になるだろうということ

で、今のところはそういう改修について

の工事はつかないということも聞いてお

ります。ですので、学務の担当課としま

しては交通専従員の配置を今のところ検

討しているわけでございます。

　境川の丑川水路につきましては、現場

の方も見させてもらいましたけども、下

り坂と上り坂が相当な勾配がありまして、

通路幅も１メートルそこそこのところで

ございますので、ここを通学路として指
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定するかどうかの、まず議論が先に出て

くると思います。

　小学校の方と通学路の議論をしている

ところでございますが、三宅小学校の方

に行く今のところの通学路のところで三

宅のミタカハイツのところを通って、ちょっ

と遠回りでありますけども、今現在使っ

ております通学路のところで小坪井の踏

切を通って逆に柳田小学校の方に行くと。

　通学路と言いますのは、まず道路の中

でやはり安全な道路を確保するというと

ころで、少し遠回りになっても、やはり

通学路としましては子どもの安全のため

に遠回りになる可能性もあるということ

でご理解の方、よろしくお願いします。

　小坪井の水路橋でございますが、これ

も関係課との方で代表質問の後も協議し

たんですけども、この両方に民間の用地

があるということで学務課としましては、

ここの水路の整備ができたら、その中で

通学路として安全であれば指定をしたい

ということですので、その辺は関係の課

の方とは協議をしているということで、

よろしくお願いします。

○嶋野委員長　大路教育総務部参事。

○大路教育総務部参事　それでは、子ど

も読書活動推進活動の学校教育課にかか

わるものとしてご答弁させていただきま

す。

　ご指摘がありましたように、司書、司

書教諭の資格や経験のあるボランティア

等の協力を得ての、この課題でございま

すが、今年度までそういった活用した事

例が、やはり摂津市全体では非常に少な

く、すべての学校でそういう形には十分

なっていない現状がございます。

　この点につきましては、他の項目も含

めて１９年度現在作成中でございますが、

摂津市の教育方針の中にこういった図書

活動、読書活動推進計画を十分踏まえた

上での学校の活動をお願いするというこ

とで、各学校にお願いするとともに、先

進事例としての内容について、これも社

会人講師という形でも学校の方に協力を

願っておる学校もありますので、そういっ

たことを踏まえて取り組みを進められる

ように各学校に事例紹介をし、各学校で

もそういった取り組みができるように指

導をしていきたいと考えております。

○嶋野委員長　田川生涯学習スポーツ課

参事。

○田川生涯学習スポーツ課参事　子ども

の読書活動の推進にかかわって、公民館

の方で取り組む事業で、きのうも答弁さ

せていただきましたけども、市立公民館

６館で、子どもに対する読み聞かせの講

座を計画しておりますので、これも読書

活動の推進計画をより推進していくため

に、積極的に取り組んでいきたいと考え

ております。

○嶋野委員長　藤浦委員。

○藤浦委員　最初の図書の問題ですが、

図書館と学校間のシステムの構築の研究

をしていきますというののご答弁がなかっ

たんで、もう一度、お願いしたいと思い

ます。

　今は１００冊単位で、いろいろ図書館

の本を小学校は借りてきてということで、

そういう貸し出しをしていただいてて、

利用されてるんですけども、さらに踏み

込んだシステムになっていくのかという

こともありますので、これをお願いしま

す。

　それから、司書、司書教諭の資格のあ

るボランティアの協力云々という話は、

なかなか苦しそうなご答弁でございまし

たけど、具体的にこれは計画性を持って、

しっかり進めてください。これ、すごく

いいことだと思いますので、ぜひ実現に

向けて進めてください。また、決算か予
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算、来年の予算のときにお聞きしますか

ら、お願いしておきます。

　それから、各学校の蔵書のデータベー

ス化が実施をされています、今。今度、

学校間の利用、それぞれのお互いの交流

をどうするのかということについてもご

答弁がなかったので、その件をご答弁、

再度お願いいたします。

　それから、給食調理業務の民間委託の

問題ですが、大分わかっているんですけ

ど、教育上の観点から、これは摂津市の

教育上の観点から、先ほども何回も議論

にはなっておりますけれども、今後の給

食の調理業務委託を踏み切るに当たりま

して、教育長としてどういうふうに摂津

市の教育上、とらえられているのかとい

うことを、これも保護者を前にして説明

をするような思いで丁寧に、おっしゃっ

ていただきたいなと思います。

　それから最後に、この安全対策の話で、

小坪井避溢橋の話ですけど、これは南千

里丘の開発とも関連をして、こちらが阪

急とは交渉に行かれているということで

ございまして、絶対だめということでも

ないようなことをおっしゃっているので、

これは一つの案として、地域の方もここ

やったらということでおっしゃっていま

すので、これはぜひ協力をして、教育委

員会としてもしっかり取り組みをしてい

ただきたいと思います。これは、要望と

させていただきます。お願いいたします。

○嶋野委員長　大路教育総務部参事。

○大路教育総務部参事　蔵書のデータベー

ス化については、既にでき上がっており

まして、各学校間でもそれぞれの学校の

蔵書については検索をして調べることが

できるんですが、実際のそしたらその他

の学校が違う学校の蔵書を借りるという

ところまでには、実際の動きとしてはなっ

ていないというふうに理解をしておりま

す。

　それは、どちらかといいますと、学校

の方は先ほど一部触れていただきました

けれども、市民図書館の団体貸し出しと

いう仕組みでもって本を借りるという形

のケースが非常に多く、実際、学校でと

られておりまして、学校間でそれぞれの

蔵書の中で選択をして必要なものを取る

というところまでは、個別のケースでは

ありますが、データベースを使って有効

な形で行き来をするという形までは行っ

ていない現状でございます。

○嶋野委員長　和島教育長。

○和島教育長　学校給食の民間委託の問

題について、教育委員会、教育長として、

どういう考え方かということですけども、

この問題につきましては、昨日来、先ほ

どからも細かく内容についてご説明申し

上げているとおりでございまして、調理

の部分について民間に委託する。それで、

そのときに何が問題かというと、やはり

一番、学校給食を、安全な給食を子ども

たちに提供していく。

　そして、その内容につきましては、先

ほどもありますように献立委員会、ある

いは食材についても選定委員会等、十分

吟味する中で子どもはもとより、保護者

にとっても、これまでの給食と変わらな

い、それ以上によいものになるように取

り組んでいきたいと思っております。

　そして、またご質問の中にありますよ

うに、これまでもよく話し合いの中で出

てまいりますけれども、調理員の皆さん

方と子どもたちの触れ合い、そのことに

ついても先ほど担当参事もお話しさせて

いただいてますけれども、私も学校へ行っ

たときに調理員の方が玄関のところに食

材についての説明をやっているような、

そういう模造紙で書いたようなそういう

教材も見たことがございますし、そのこ
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とについては今後も、私たちが今、問題

になっていますのは、やはり食育の問題

が非常に大きな問題になっております。

　学校給食だけでなくて、やはり子ども

たちに、今、食育をどのように教育して

いくのかということで、モデル校１校で

昨年来、研究も続けておりますけども、

この食育をさらにすべての学校に導入し

ていけるように、そして子どもたちが早

寝、早起き、朝ごはんですか、非常にこ

れは全国的な問題になっておりますけれ

ども、やはり朝ごはんを食べてこれない

お子さん、ちょっといろんなニュースを

見てましたら、よその県、市では保護者

でも十何％食べてない人がいるから、そ

の人たちにも教育をせんといかんの違う

かとか、いろんな情報も流れております。

　やはり食育の問題が、今後も非常に大

きな問題になってくるだろうと思います

ので、そのことも含めて今後取り組みを

進めていきたい。

　そして、先ほどからも言ってますよう

に、安全な給食を提供できるように平成

２０年、何とかいけるような、それぞれ

まだ課題は残っておりますけれども、組

合との問題、ＰＴＡとの問題、話し合い

がいろいろありますけれども、クリアす

る中で計画どおり進められるように、今

後も努力していきたいと、そのように考

えております。

○嶋野委員長　高山市民図書館長。

○高山市民図書館長　いわゆる市民図書

館、もしくは学校との連絡をスムーズに

しまして、図書の流れを流通にして、学

校の児童・生徒の方も市民図書館の図書

を利用していただくというので、一応、

どのようなシステムがあるかということ

でございましたけども、まず一番最初に

は、先ほど話がありました学校間のネッ

トワークはあるとしまして、市民図書館

とのネットワークですね。鳥飼図書セン

ターとのネットワークを結ぶ中で市民図

書館の蔵書を検索できると、お互いに検

索できると、そういう中で必要な図書を

選んでいただきまして、今のところはい

わゆる団体貸し出しという方法で学校の

方から直接事前に連絡をいただきまして、

図書を１００冊までお貸しできますので、

１か月間、また取りに来て、またお返し

いただくというような方法によっており

ますけども、今後考えていかなければな

らない方法としましては、週に何回か学

校、また鳥飼図書センター、市民図書館

というような形で配本のサービスとか、

それからネットワークづくり、それとま

た学校と市民図書館の連絡協議会等を開

いて関係の強化づくりを図っていくと、

そういうことが必要でなかろうかと考え

ております。

○嶋野委員長　藤浦委員。

○藤浦委員　それも具体的にシステムの

研究をしていただいて、つくっていって

いただきたいこと、これは要望しておき

ます。

　学校だけでの図書では、どうしても限

りがあって、今はその足りない分を図書

館からそういう形で借りているんですけ

ども、それも今おっしゃったように定期

的な、もっと借りやすいようなシステム

とか、ほんとにそういうシステムを新し

くつくっていただく中で、より子どもた

ちの読書環境が向上するように、これは

しっかりと要望させていただきます。以

上でございます。

○嶋野委員長　山本善信委員。

○山本善信委員　藤浦委員の今のご質問

の中でちょっと一つ、通学路の安全対策

の問題で、今、やりとりがありまして、

そのままで今努力いただいているという

ことについてはよくわかるわけで、それ
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はそれである程度、了とはしたいと思う

んですけども、具体的な話として、今、

幾つかご指摘がありました。

　この中で、ちょっと観点を変えますと

小学校の、今度の統合に関しての三宅か

ら今度、三宅柳田小学校へ通う子どもた

ちのことに関しての乙の辻踏切云々の話

が、これはこれとしてなんですが、問題

はこちらの、これは南千里丘のまちづく

りとの絡みということは、先ほど藤浦委

員がおっしゃったとおりなんですが、境

川沿い、丑川の阪急の下をくぐってる地

下道の部分ですね。これの分につきまし

ては三中の通学路でもあるわけですね。

　ですから、三中の通学路であると同時

に、今度、南千里丘の駅、（仮称）摂津

市駅の工事が動きますと、あの部分がい

ろいろ問題になってくるということもあ

りますので、ですから先ほどご指摘があ

りましたとおり、小坪井の産業道路踏切

の京都寄りの小坪井避溢橋というんです

けど、その部分を活用した形の対策がで

きないかということなんです。

　これは、溢水を避けるというように、

溢水、水がいっぱいになるのを避けるた

めに堤防でぶち切られるのを避けるため

に、その部分を橋にしてあるというのが

避溢橋の意味なんですよ。だから、水路

橋ではないんです。今先ほど水路橋とおっ

しゃいましたけどね、水路橋ではないん

です。避溢橋と言うんです。避ける、溢

水の溢という字、それから橋。それが正

式な名前です。これを活用しない手はな

いというふうに思います。

　これは、阪急も恐らくわかってると思

うんですが、先ほどちょっとご答弁の中

でおっしゃったように、下は土を運ぶた

めのトロッコ車が通ってたりしたことも

ありますし、今はこのけた下、鉄橋のけ

た下１メートル前後しかありませんけれ

ども、あの下の土を掘り込むことによっ

て周りの構造の安全を脅かすような形で

のことにはならないということは、今申

し上げましたこと一字からでもわかりま

す。

　それから、その前後の民地云々の話で

すね。これにつきましても今、明らかに

空間があるわけです。南側の方に関して

は、堤防、線路沿いの、のり敷きを利用

することができると思いますし、それか

ら北側の方に関しましては、民地は空間

としては十分あります。ですから、その

民地との話し合いのもとでやれば利用で

きないことはないというふうに思いなが

ら、そのことをずっと以前に指摘しまし

て、最近そのことが特に具体化してるよ

うな話になって、今いろいろと議論され、

先ほど藤浦委員もおっしゃったことなん

です。

　これは絶対おっしゃっていただいたら、

阪急の方もその辺の事情をわかってやっ

ていただけると思いますし、だから工事

が始まりますと丑川水路沿いの地下道が

使えなくなるという話もあるようですか

ら、だからそういうことを勘案した中で、

こういったことを総合的に踏切を中心に

両側、そういう形で安全に、立体的に下

をくぐって行けるということで、ただ一

番問題は避溢橋の下をくぐるときには、

前後の取りつけに対してバリアフリー化

がちょっと難しい部分があるのと違うか

ということでありますけれども、これは

もう、その辺は工夫すればできるかでき

ないか、物理的にできないという場合も

あるかもわかりませんけれども、しかし

そういったことに関しては、また新たな

方策を考えればいいことであって、そう

いうふうな形を基本的には方向として持っ

ていくべきだというふうに思います。

　それから、先ほどいみじくもおっしゃ
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いましたけども、千里丘東３丁目の方か

ら乙の辻踏切を通ってガランド遊歩道沿

いに通学路として指定されようという形

の考え方があって、ちょっと遠回りだけ

れどもという先ほどの表現もありました

けれども、これは具体的には確かに千里

丘タクシーの車庫のところを最近、道路

ののりをきちんと擁壁をしていただいて

道が広くなりましたけれども、あの道路

は一方通行の道路であって、しかも三島

幼稚園の裏が全く、車１台通りますと子

どもたちが危ないということになる可能

性は十分あると思うんです。

　確かに、今度やっていただいたところ

については、かなり広くなって、ちょう

どその子どもが歩くだけの空間ができま

したけれども、そういったことで、やは

り向こうへ回すという、遠回りだけれど

もということだけの問題じゃなしに、そ

ういった車の一方通行路としての危険の

度合いが何ら解消をしてないと。

　あるいは、またその心配事が、いや、

そうではないんだということにはなって

ないということを申し上げながら、要は

丑川水路の下について、これはきちんと、

今は完全に昔は水路だったんですが、こ

れをああいう形で残しまして、さらには

改良して、また途中で残しまして、さら

には改良して、途中で改良したわけです

ね。ということは、普通は水路と、それ

から下水ができる前は、水路と道位とが、

水が来た時には、道の上へ水が出て、道

が水みたいになって通れないというよう

な事態があったわけですけれども、それ

を改良して、そのときでもポンプアップ

して、水路は水路として、はっきり歩道

と分離した形の改良がなされたわけです。

　それで、ちゃんといってる。それから

後に下水ができまして、千里丘東３丁目

のところの下水は別のルートで水が流れ

るようになってますから、大水のときに

は多少そういうことの影響があるかもし

れませんけど、ふつう大水と言いまして

も全部下水が処理するわけですから、そ

ういった、もしあそこ使わなければなら

ないということになってきたら、ほかも

大変なことになりますから、ということ

ですので、今の丑川水路沿いの通路を拡

幅すると同時に、その前後へ勾配を長く

することによって、それを使うことがで

きるということにもなるわけですし、そ

の辺の改良もあわせて、もし避溢橋の方

の下をくぐるような形がどうしても可能、

技術的には私は必ず可能になるというふ

うに思ってますけれども、それができな

い場合でも、そういった形の改良も考え

てもらわなければならないだろうという

ふうに思っております。

　本会議のときの質問に対するお答えで

したか、阪急の電気の関係の通信回路と

か、そういったことの信号の関係とか、

そういったことを避溢橋を使う場合に移

設せないかんとか何とかいう話の議論も

あったと思いますけれども、堤防ののり

そのものは十分、特に香露園の側の、南

側の方につきましては十分余裕があると

思いますので、だからそういったことを

もっとしっかりと見定めて、それでそれ

を活用していただく手は十分にあるとい

うふうに思いますので、そういったこと

を。現在、阪急と多少交渉もしておられ

るようでありますし、これは教育委員会

の立場というよりも、むしろまちづくり

の方の担当になるのか、あるいは土木下

水道部の方の担当になるのか、その辺の

横の連携をしっかりしていただいて、そ

れを活用できるように。

　それから、必要があれば、そちらの丑

川の方の改良につきましても現在のまま

で、今度、駅ができてくることに、工事
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が始まれば通行どめするんやと。２０年

の６月からということは、来年の６月か

らそれをとめるんやというような話があっ

たり。そしたら、三中の通学路はどない

するんやというようなこともありますの

で、それを見越した形でこの１９年度に

しっかりと、その見通しをつけてもらわ

ないかんというふうに思いますんですけ

ど、そういったことについて今の時点で

見解がありましたら、ちょっとお聞かせ

いただきたいと思います。

○嶋野委員長　暫時休憩いたします。

（午後２時３６分　休憩）

（午後２時３７分　再開）

○嶋野委員長　再開いたします。

　羽原教育総務部長。

○羽原教育総務部長　学校統合に伴いま

す通学路の安全ということです。今、ご

質問のございました丑川水路の横のガー

ドの件、小坪井の避溢橋の件、これは私

も担当課と何度か話をしたこともござい

ますし、南千里丘の工事のスケジュール

が、まだ具体的には決まっていない段階

ですので、余り突っ込んだ議論にはなっ

ておりませんけど、やはり現在、第三中

学校の通学路になっているということも

踏まえまして、そこを安全に子どもたち

が通学するための措置については強くい

ろんな要望もしてきているところでござ

います。

　特に、小坪井の避溢橋につきましては、

ちょっと私どももどういう工事をすれば、

どうなると。そのためには、どれぐらい

の予算規模が要るとか、全く私どもで積

算できるものではございませんので、今、

ご質問いただきました内容につきまして

は、担当課ともできるだけ積極的にこれ

は協議をしていって、実現できるもので

あれば実現できる方向で一度整理をして

みたいなというふうに考えております。

○嶋野委員長　山本善信委員。

○山本善信委員　今、委員長からご指摘

のように、直接にはもちろんこの場で議

論云々すべき話ではないということは十

分承知してますけども、ただ安全な通学

路を指定するということからしまして、

先ほど、三島稚園の裏の話しもしました

とおり、そういったことについても一度、

学校任せということではないと思います

けれども、十分にやっぱり子どもたちの

安全のために考える上で、そういう学校

からいろいろと検討して、学校自身が検

討していただいている部分について、教

育委員会もしっかりと掌握してもらうと

同時に、その改善策なり、あるいはまた

別の、さらにベターなことがあるんなら、

そのことについて市の方でできる担当課

の方に対して、教育委員会として、きっ

ちりとものを言ってもらって、それでそ

ういうふうに実現できるように努力して

いただくという必要があろうかというこ

とから、ここで申し上げて、藤浦委員も

そういうつもりでおっしゃったと思いま

すし、それを受けて私もさらにそのこと

について具体的なことを申し上げながら

今発言しておりますので、その点ひとつ

誤解のないようにしていただきたいと思

いますが、ひとつそういうことを含めて、

いわゆる関係の担当課の方へしっかりと

働きかけ、あるいはまた話し合いをして

いただいて進めていただいて、子どもた

ちの安全のために、ぜひよろしくお願い

したいと思います。

　以上で質問を終わります。

○嶋野委員長　森西委員。

○森西委員　川口副委員長が質問されま

して、その答弁を聞いた上で改めて確認

の意味で質問をさせていただきたいとい

うふうに思います。

　学童の件なんですけれども、学童とわ
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くわく広場との連携を図って十分、今後

検討していくというようなご答弁であっ

たというふうに思いますけれども、実際、

学童保育ですね。定数が４０人であると

いうことで、受け付けの最終期日をもっ

て、その人数を定数とするというような

ことに現実的にはされておられます。

　その上で４０人を超えて定数をという

ような形には実際になっておるんですけ

れども、先ほど川口副委員長も鳥飼西小

学校とか別府小学校区というような新し

い住宅が、どんどん建ってきて、これか

ら学童の需要という部分も大きくなって

くるというようなお話をされておられま

したけれども、その受付期日をもって定

数を決定していて、その後に受け付けに

来られてる方というのが待機状態に現実

的になっているのが現状でして、保護者

にプリント等で連絡をして、期日までに

受け付けに来られないという方は保護者

の方の責任、受け付けに間に合わなかっ

た責任という部分はあろうかと思うんで

すけれども、先ほどからも質問に出てま

すけれども、新しい家がどんどんどん建っ

て引っ越してこられたと。

　引っ越して来られた人が学童に入れた

いという状況で申請をすると、今の状況

では待機状態になるというようなことが

現実になってるんですけれども、特に鳥

飼西小学校、先ほど川口副委員長が１０

０戸ほど新しい家が建つというようなお

話ですけれども、私が認識している上で

は１００戸どころか、もっとそれ以上の

家が建つと、１５０、２００近く、今、

建てているんじゃないかなというふうな

思いをしてるんですけれども、その方が

引っ越して来られて、鳥飼西小学校の学

童に入れたいというような方が新築で新

しく家を購入されてということですから、

ほとんどの家庭の方が共働きの家庭であ

ろうというふうに思うんですが、そうな

りますと学童を必要とする家庭の方が学

童に入れたいというようなことになった

場合に、多くの待機者が出てくるという

ような形になると思うんですけれども。

　先ほど、わくわくとの連携を図ってと

いうようなことでしたけれども、わくわ

くの方で毎日、受け入れをできるという

ような状態にもなってないわけですから、

その点、そういうふうな状態になってき

た場合に、教育委員会の方としては、ど

のように対応されるのかお聞かせいただ

けますか。

○嶋野委員長　池上青少年課長。

○池上青少年課長　資料は見てないんで

すけれども、おっしゃるとおり鳥飼西小

校区、また別府小校区、そのほかもそう

ですけれども、住宅開発がされておりま

す。また、そこに引っ越しされてきた方

につきましては、共働きといいますか、

そのような家庭も多いかと思います。

　ただ、今の学童保育の現状で、先ほど

も申し上げましたように、今まで緩やか

な増加傾向の中においては、いろいろと

計画的に体制も整えられてきたというこ

ともございます。

　大体、今までが１ホーム当たり、定数

４０人ですけれども多いところで、四、

五年前まで多いところでも６０名ぐらい

ということだったんですけれども、ここ

二、三年で急増しておるのが実態です。

待ちが多いところは、もう８０名、９０

名と、申し込みというところがあります。

　あと、私どもとしましては、一定の受

け入れの体制を整えるためにも、ある一

定の段階で人数等を把握して、その人数

をもって指導員の配置の計画であるとか、

施設の整備。施設の整備と言いましても

次から次ということにはなりませんので、

学校の協力も得ながら放課後にあいてる

－ 44 －



教室等も使わせていただきながら体制を

整えていっている状態でございます。そ

の中で今現在も次から次というか、転入

されてきて、必要な方を、必要な方とい

うのは転入だけではないかと思います。

それ以降、やはり学童保育を必要とする

要件というのは、もうそのほかにもいろ

いろとあると思います。

　でも、そういった方たちを次から次に

受け入れる体制には、今現在なっていな

い。それも指導員だけの問題であれば、

雇用してということであれば、また考え

られるところもあるかもしれませんけど

も、やはりスペース的な問題が大きいと

思います。

　今、普通教室の１つで６０人、７０人、

受け入れざるを得ない状態にもなってお

ります。この部分を現場を預かっていま

す指導員ともいろいろ話をして、放課後

そこの部屋を拠点としながらも、ほかの

部屋、教室をも使いながら子どもたちが

安全に過ごせるように日々努力してもらっ

ているところです。

　現在の状態では、なかなか次から次と

いうことにも、実際できない。ならない

というか、否定的なことで何なんですけ

れども、そのような状態でございます。

　それとあと、わくわく広場なんですけ

れども、わくわくの体制もこの３年間やっ

てきまして、今現在、週１回ですけれど

も、将来的には複数開催、できたら毎日

開催というようなことがねらいです。そ

のような体制を整えることができました

ら、学童保育以外でも、そうやって安全

に安心して子どもたちが遊べるという場

所ができると。そうなってくれば、やは

り学童、低学年については、やはりきち

んとした保育というか、指導員をつけて、

５時なら５時まで、きちんと見てもらい

たいという方については、学童保育でき

ちんとお預かりさせていただきます。

　それと、あと４時とか、そういった方

とか、週４日だけでいいとかいう方とか

であれば、別の形、わくわくの方で、そ

こでも遊んでいただくことができると。

そうなってくると、ある一定、小学校低

学年だけではなくて、高学年も含めた形

で、いろいろと放課後活動できる場所が

できるのではないかということで、今、

わくわくの方も進めていっているところ

です。

　ですから、学童とわくわくの連携とい

いますのは、学童の人数がどうのこうの

ということではないんですけれども、や

はり放課後の子どもの居場所づくりの一

環として取り組んでいきたいというふう

に考えております。

　ただ、現実問題として、先ほど言いま

したように学童保育につきましては、今、

次から次へと受け入れる体制というのは、

なかなか取れない状態であるということ

はご理解いただきたいと思います。

　私どもも１人でも多くということで受

け付け、定数４０人ではありますけれど

も、希望者を１人でも多く受け入れるよ

うに従来から努力しておるところではご

ざいますので、ひとつ現状をご理解いた

だきたいというふうにお願いさせていた

だきたいと思います。

○嶋野委員長　森西委員のおっしゃって

いることは、鳥飼西小学校区で大型の開

発がされているじゃないかと。それを踏

まえて、いわゆる児童数が増加するとい

うことは容易に推測できることで、それ

に伴って学童保育室に入室を希望する子

どもも、これは増加することが予想でき

るだろうと。それに備えて、何か工夫が

できないのか、方針を持っていないのか

という質問だというふうに私は認識して

おりますので、これにつきましては課長
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からもう１回お願いできますか。池上青

少年課長。

○池上青少年課長　今、全体のことも含

めて申し上げさせていただいたんですけ

れども、鳥飼西小学校に限りましては、

本当に１００戸、１５０戸ほど、今、で

きるというふうに聞いております。

　児童数もふえるということで、今年度

につきまして当初予算で学童保育室を整

備させていただくということになってお

ります。そういう受け入れの体制も整え

る、西小学校につきましては受け入れる

体制を整えていっておりますので、児童

数の増加に対応して、ある一定の受け入

れはできるかなというふうに考えており

ます。

○嶋野委員長　森西委員。

○森西委員　今現在、開発中、建設中の

段階でありまして、これからどんどん、

平成１９年度中に恐らく多くの方が引っ

越してこられるであろうと。今の段階で

定数が決まってますよね。来年度の、１

９年度の定数が決まっていると。定数を、

結局そこでキャンセルが出ると、１人キャ

ンセルが出ると１人入れると。待機１人

が次に入れるというような状態の中で、

その年度中に引っ越してこられた人、も

しくは家庭環境が変わって、それまで働

いてなかった人が急に働くようになった

というようなことで環境が変わって学童

に預けたいというような人が出てきた場

合には、今現在としては待機状態になっ

ているというような状態の中で、特に鳥

飼西小学校であると、それだけの住宅開

発ができてくると、この人数が今までの

待機状態といいますか、待機状態の人数

よりも、はるかに多くの待機状態という

のが生じてくるであろうと。

　そうなった場合には、待機状態であり

ながら平成１９年度中に学童に入れない

というような状況が出てくるんではない

かなというふうに思うんですけれども、

そういうふうなことが起こらないように、

どのように、学童でしたら学童で受ける

ことができなかったら違うような形で、

何らか受け入れるようなことができるの

か。

　今の現状のままで、そのまま待機が決

まってて、このままの状態でずっといき

ますよというような形で進めていくのか。

今、家庭の方に帰ったり地域の方に帰っ

ても、安心して子どもが放課後、家に帰っ

て安心して過ごせるというようなことが、

なかなか不安な部分が生じてきているの

が現状。だから、学童に入れたいという

ような方が多く出てきてるというのも現

実だと思うんですけれども、そういうふ

うな部分を不安であると、保護者の方が

不安であるという部分を、安心して子ど

もを育てること、学校が終わって、保護

者が帰ってくるまでの間の時間をどうやっ

て安心して子どもを、放課後ですね、放

課後といいますか、学校が終わってから

過ごさせるといいますか、そういうふう

な時間をどうしていくのかという部分を

教育委員会としては、どう考えているの

か、その点をお聞きしたいんですけれど

も。

○嶋野委員長　和島教育長。

○和島教育長　学童の問題で議論してい

ただいているわけですけれども、ほんと

にこの問題、私たちも非常に悩ましい問

題だと思っております。できる限り、行

政は子育て支援というか、そういうこと

について、できるだけの範囲でやってい

きたい。

　ただ、今のご質問にありますように、

無制限に入ってこられたら、冷たい話か

もしれないですけれども、移動してこら

れたら、その人たちは自分は働かないと
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いけないから行政に安心して守ってくれ

ということは、できるだけのことはさせ

ていただきますけれども、やはり待機し

ていただく場面もあるのではないかと私

は思っております。

　それで、今のご質問の中にもあります

ように、放課後子どもプランの中で、子

ども教室の中で、わくわくの問題があり

ます。私は、将来、やはりこれがふえて

いったときにやっていけるのは、１日も

早くわくわく広場が毎日開催になってく

れば保護者の方が選択する道ができてく

るだろうと思ってます。

　ですから、今、行政が努力しなければ

ならないのは、昨日からも議論になって

おりますけれども、何とかスタッフをわ

くわく広場を支えていただく地域の皆様

方のスタッフ、有償ボランティアという

案も出ておりましたけども、そういうこ

とをする中でわくわく広場が毎日開催に

なれば、保護者の皆さんにとっては学童

保育でなくても、わくわくでもいいとい

うことがありますから、ですから代表質

問のときからの答弁をさせていただいて

ますのは、将来、放課後の子どもたちの

安全のあり方、どういう過ごし方をする

のかということは、わくわく広場と学童

保育、そのことを視野に入れて、連携も

含めてと私は答弁しておりますけれども、

そういうことで申しておりますので、連

携ということは、学童保育の子どもがこっ

ちにも行ける、こっちも行ける、そんな

ことを言ってるんじゃないんです。

　もう、そういう時期は過ぎて、やっぱ

りこれだけふえてきたら、今もご質問に

もありますように、この子どもたちをど

うしていって地域で支えてあげられるの

か。ただ、ご理解いただきたいのは、ふ

えてきたら行政がすべて待機なしに、ど

んどんやっていけるという状況にはない

ということをご理解いただきたい。

　方向としては、今、私が考えておりま

すのは、やはり１日も早くモデル地区で

１校やると申しましたけれども、それを

１日も早くやっていく。それが、各地域

でふえてくれば一つの解決策になってく

るのかなと思っておりますので、努力し

ていきますので、ご理解いただきたいと

思います。

○嶋野委員長　森西委員。

○森西委員　現実的に保護者の方は日々

生活をしてて、そういうふうな問題が起

こってくると、今の問題でありますので、

この部分に関しては早急に早い段階にい

い形、結果を私もお聞かせをいただきた

いというふうに思いますので、ぜひとも

先ほどわくわく広場、毎日開催をという

ようなお話をされましたけれども、ぜひ

とも１日も早くそういうふうな形になる

ことを私もお願いしたいというふうに思

いますので、よろしくお願いします。

○嶋野委員長　石橋委員。

○石橋委員　私、どう考えても理解でき

ないことが一つありましてね。教育委員

会で使われてる電卓が故障してるのか何

か私が理解できないのか、ひとつ私に理

解できるように説明していただきたいと

思います。

　味舌東小学校の増改築なんですが、当

初予算つくっておられた。莫大な補正予

算を組まれたと、１００円や２００円の

レベルではないんですよね。

　莫大な減額をされたと、これ、どうい

うシステムで、教育委員会のどういうシ

ステムで、どういう事務作業の中で、こ

ういう積み上げてきた金額が出てきて教

育長が最終決裁を出されて外に出された

のか、その経過を教えていただきたい。

私には、もう、全く理解できないんです

よ。その経過を私にわかるように教えて
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ください。

○嶋野委員長　馬場教育総務部次長。

○馬場教育総務部次長　お答えいたしま

す。

　工事はすべて設計から始まりますので、

基本的に設計をまずしますけれども、教

育委員会では、その設計の技師がおりま

せんので、まず委託という形で業者に設

計の委託をいたします。私どもは設計す

る中で必要な学級数等々、一応お話した

中で業者さんが現行の法規の中ででき得

る範囲の設計をしていただくという形で、

まず設計金額が決まります。

　この金額については、基本的に業者さ

んの方が、その建物を建てるのに必要な

施工の金額ということで出されまして、

それを市役所の中の建築住宅課の技師が

確認して、最終的な数字を決めてもらう

と。

　私どもは、その設計金額をもって予算

査定にのぞみまして、その設計金額と同

等の額を一応、予算をつけていただくと。

これが予算に載る金額でございます。

　次の段階では、その予算が承認してい

ただきましたら、当然、施工業者を決め

るわけでございまして、そのときにはこ

の設計金額をもちまして契約検査課の方

へ契約依頼を出します。そのときには、

ですから予算額が契約依頼する金額にな

ります。

　契約検査課の方は金額に応じまして業

者さんを選んでいただきまして、現場説

明会を開いて入札会を開いていただくと。

業者さんは、こちらの設計書を見ながら、

また契約検査課が決めた予定価格の範囲

の中で業者さんができる努力をされて入

札金額を出されるということになります。

　今回もそういう形で入札していただき

ました。そうしますと、契約検査課が予

定していました予定価格の最低のところ

で、それも複数の業者さんが、その金額

で応札されて、結果として抽せんで決まっ

たと。その金額が一応、当初に比べて大

幅に低かったということでございます。

　ですから、設計に比べて低くなったの

は、業者さんがみずからの施工能力の範

囲内で応札した金額が出たということで

す。

　今回、補正いたしましたのは、本来継

続費でございますので、予算としてはそ

のままでもいいんですが、財政課の方か

らやはり入札金額が決まった中で一定乖

離があるので、その部分については財源

も大変な中で一応、予算として減額して

ほしいというふうな財政課からの要請が

ございましたので、私どもも入札金額に

近い金額で一応今回、できる限り補正で

きる金額を精査いたしまして減額をした

と、そういう形で今回、計上させていた

だいたというのが一連の流れです。

○嶋野委員長　石橋委員。

○石橋委員　今の説明では、私、もう一

つまだ理解できないんです。このたばこ

３００円です。これ、４００円で予算を

組んだら、だれでも３００円で買うんで

すよ。わかってもらえますか。

　これ、どこでも３００円で売ってます、

このたばこね。どこへ行っても、ローソ

ンへ行っても市役所の食堂の売店へ行っ

ても３００円なんです。だれでも買うん

ですよ。

　今、馬場次長の説明の中では、どこに

原因があると思われますか。この４００

円の予算を組むというのは、これは３０

０円のたばこを４００円の予算を組むと

いうのは、どこに原因があると思われま

すか。どこで４００円の予算を組むかと

いうのを聞いてるんですよ。

○嶋野委員長　馬場教育総務部次長。

○馬場教育総務部次長　これはたばこと
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しまして、これが私どもは３００円か４

００円かわからないわけです。製造原価

がいくらかというのは、これは、これを

設計した人が製造原価を決めて、これは

４００円が適切だということで私たちに、

その設計図書と積算を持ってきてくれる

わけです。

　私どもは、それが本当に私どもが期待

している工法で建つものかどうか、また

金額も適当なのかどうかということを市

役所の中の専門家である技術者に依頼し

て、これが適切かどうかというのを見て

もらうわけです。そうしますと、市役所

の建設の技術者もオーケー、なおかつこ

の設計は契約検査課に私どもは依頼しま

すので、契約検査課の検査官もこれが正

しい積算であるかどうかをそこで見てく

れまして、それがオーケーだということ

で契約検査課から私ども入札結果報告書

が上がってくるわけです。

　そうしますと、少なくとも専門の業者

が確認し、建築の技術者が確認し、また

契約検査課の検査官が確認した、その３

つのものを私どもは信用して予算を計上

します。

　その予算計上した中でも、今度は財政

課から、この積算は本当に正しいのかど

うかという、そこでまた財政課の方の審

査もかかります。私どもは当初こんだけ

の建物を建てたい、それに合わせてこう

いう設計を依頼しました。結果として、

こういうのが出てきました。

　契約検査課からも、こういうようにきっ

ちり正しいものだということでいただい

てますということで、財政の査定を受け

て、しかし財政の経験上、まあ大体これ

ぐらいでいけるだろうというような形で

財政が予算をつけてくれますから、私ど

もはそれを信頼して議会の方へのぞんで

説明すると、それがこの味舌東であれば

当初の９億円であったわけです。

　それをもって、今度、私どもは議会の

議員の皆様方にご説明申し上げて、この

予算でということで可決いただいたわけ

です。

　その可決いただいた金額を再度、今度

は入札にかけるわけですが、そのときに

もまた契約検査課の方へ持っていって、

業者を選んでいただきたいと。

　ついては、私どもはこういう工事です

ので、こういった形の施工能力のある方

を選んでほしいというところはご依頼申

し上げます。そのときに契約検査課は当

然、この金額が９億円であれば、こういっ

た業者を選ばないかんということで業者

選定をしていただいて、現場説明会にの

ぞみます。

　その現場説明会にのぞむ前に、じゃあ

これは一体何ぼで入札に応じてくれるで

あろうということは、これは契約を執行

する最終的には入札の額を決めるときが

あるわけですが、それはそのときに設計

者が見て今までの過去の摂津市の落札の

状況等を勘案して、９億円であればこれ

ぐらいはできるであろうということで、

その天と下を決めるわけですね。これも

経験則で決めていただきますから、私ど

もが幾らで決めてくださいというふうに

言うことはございません。

　ただ、その額が私どもは適切であろう

というように考えて入札会に参加するわ

けです。

　で、入札会では、この天が仮に９億円

ですけれども、若干今までの経験則でい

けば８億５，０００万円でいけるやろう

と、底は７億円ぐらいでいけるんじゃな

いかという形の予定価格を現場説明会の

ときに明示して、この中でできるかどう

かということで応札してくださいという

形で業者にお願いするわけです。
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　その業者さんは当然、設計図面と我々

が積算した金額の範囲内で応札できるか

どうかをその入札するまでの期間で、そ

れぞれの会社で恐らく設計の担当もおら

れるでしょう、資材の担当もおられるで

しょう、そういう人たちがみずからの会

社で、これがいけるのかどうかというこ

とを一生懸命考えていただいて入札して

いただいたと。

　今回は、その結果が私たちは本当に、

これはどう評価するかは別としまして、

一番下の７億５，０００万円なら７億５，

０００万円で決まったということだけで

ございますので、なぜそうなったかとい

うのは、私たちは正直わからないという

のが私たちの答えでございますので、ぜ

ひよろしくお願いします。

○嶋野委員長　石橋委員。

○石橋委員　もう、そんなああやこうや

と言わんと、私は今、説明の中で、もう

スタートラインなんですよ、これ。設計

委託されたところで問題ありなんですよ。

　これ、４００円で設計委託されたんで

すよ、このたばこがね。３００円のもの

を、どこで買うても３００円のものが４

００円で設計委託されたんですよ。これ、

中途半端な金額と違いますよ、笑いごと

と違いますよ。約２億円ですよ、アバウ

トに、正確に２億円近いでしょう。これ、

市民の税金ですよ。

　我々議員として、やっぱりチェック機

能として侮辱してるのかと思いますよ。

笑いごと違うと思いますよ。

　スタートラインが、これ、まずいんで

すよ、今、聞くところによると。電卓が

つぶれてたのか何か知りませんけどね。

もっともっと真剣に使い道を、その設計

委託した業者さんが、この乖離をつくる

ような業者さんであれば、ほかの業者さ

んを使うなり、やっぱりもっと真剣に考

えなだめですよ。

　だれが考えても、私はおかしいと思う。

それをおかしくないって考えるのは、どっ

ちがおかしいのか、ようわかりませんけ

どね。私は、そう思います、少なくとも。

　ほかにも工事がいっぱいあるでしょう、

教育委員会絡みの工事が、耐震の工事と

か、莫大な金額を使うわけですよ、これ

以外に、そういう工事もこういうレベル

でやられてるのかなと、２割も違うと、

２割近く違うと。私は、許せない範囲や

と思いますよ、この２割というのは。

　せめて、世間一般の常識では、１割以

下、１割いってもまずいですよ、１０％

いってもまずいですよ。２割近く乖離が

あるというのは、これは全く、ほかの工

事もそうでしょう、多分、と疑いたくな

ります。

　もう、あんまり議論しておっても、こ

んなん水かけ論になっていくんで、私は

もうこれ以上は言いませんけどね。ほか

の予算もそういうレベルで考えておられ

るんであれば２割近い乖離があるはずで

すよ。

　あえて言わせていただきましたら、き

のうでしたか、きょうやったか、風評と

いう言葉で表現されておりましたが、摂

津の教育委員会の工事については甘いと

いう風評を私は聞いたことがあります。

　もっともっと真剣に決裁して、最終決

断して、教育委員会としてもっとシビア

な数字を出していってもらわな困ります

よ。何ぼ業者委託、設計委託するについ

ても、これだけの乖離があったら、もう

変えなだめですよ。違うところにやって

もらわな、だめですよ。

　世間一般の常識のある、２割も乖離の

あるようなところは、常識がないですよ。

そういう意向はお持ちなんですか、最後

に聞いておきましょう。
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○嶋野委員長　馬場教育総務部次長。

○馬場教育総務部次長　今、委員の方は、

これが３００円やとわかってるとおっしゃ

いましたけど、私どもはそういう認識に

ないんです。これは、あくまでも市場価

格で決まる金額で結果７億５，０００万

円になっただけで、当初は設計金額９億

円というのが正しい、私どもはそうだと

今も思っております。

　それと、加えて言えば入札会を開くと

きに、たとえの話ですが８億５，０００

万円から７億５，０００万円の間が適正

やということで契約検査課が認めた金額

なんです。その金額の一番下で、たまた

ま落ちただけで、ひょっとしたら一番上

で落ちたかもしれません。

　以前は、入札会をするときに、よく言

われてましたのは９９．９％になってい

るのがおかしいと、よくそういう批判を

されました。

　その中で、いろんなやはりおかしな事

象があって、いろんな事件にもなって、

業者さんの方がそのあたり、やはり危機

感を持っていろんな営業活動をされたん

だと思います。今回は、ですから私ども

は契約検査課が決めた一番下の７億５，

０００万円、正しい範囲で私ども落ちた

んですから、この乖離は適正な乖離だと

思っておりますので、そこのところをぜ

ひご理解ください。

○嶋野委員長　石橋委員。

○石橋委員　あのね、そういう言い方を

されると、また言いたくなるでしょう。

　出だしの設計委託がまずかったと、僕

は言ってるんですよ。そこを変える気が

あるのかないのか、それを教えてくださ

いよ。

○嶋野委員長　まず、設計の委託の際に、

どのような過程でこの委託が決まっていっ

たのか。そこに何か重大な瑕疵があった

のかどうかという認識についてお答えい

ただけますか。馬場教育総務部次長。

○馬場教育総務部次長　これも一番最初

にお答えいたしましたように、設計する

ときに一定、ですから最初に設計すると

きに当然必要な、今回でしたら教室なり、

そういった部分を私どもが一定過去の私

どもの工事請負金額の範囲で平米単価、

例えば１５万円なり２０万円という、そ

ういう形が出ますので、それで一応、必

要な部分を見まして、おおよそこれぐら

いでいけるだろうという形の中で市が決

めたその請負金額に対する設計金額の範

囲内で業者さんに委託をするわけです。

　何度も言いますが、委託する際には、

私どもは必要なこういう建物を建ててく

ださいとお願いするだけでございます。

　その金額は、当然、今の物価などを考

えて設計業者さんが積算されますので、

私どもはそれが正しいと、今も考えてお

ります。

　ただし、その金額が正しいかどうかは、

私どもだけでは判断できませんから、再

度お答えいたしますが、市の建設の技術

者と、それとなおかつ契約検査課の検査

官の審査も得て、それでいいというふう

に了承されますので、私は今でもこの設

計金額は正しいものと、そういうふうに

考えております。

　ですから、こういうやり方は、私ども

は今後も続けなければならないと思いま

す。

○嶋野委員長　石橋委員。

○石橋委員　あのね、先ほども言うたよ

うにね、２割も乖離のある数字は、もう

正しくないって、世間一般では２割も乖

離のあるような数字を出してくる設計委

託はあり得ないと言うてるんですよ。何

を首を振ってるんですか、あり得ないで

すよ、そんなものは。
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　あり得ないですよ。世間では、こうい

うことはないですよ。もう、余り議論し

ても何か理解してもらわれへんみたいな

んですけどね、もっともっと今後真剣に

数字を、教育長お願いしますよ、最終決

裁される教育長。そういう指導のもとで、

きっちり要るお金は要るお金、要らない

お金をこんな補正予算でびっくりするよ

うな補正予算を組んで減額する。

　結果、これ例を出して言うてるだけで

すよ、ほかにも僕はあると思いますよ。

　教育長、今後こういうことがないよう

に精査してお金を使っていっていただき

たいと、予算を計上していっていただき

たいというようにお願いして、ここでと

めておきます。

○嶋野委員長　以上で質疑を終わります。

　暫時休憩します。

（午後３時１７分　休憩）

（午後３時３０分　再開）

○嶋野委員長　再開します。

　議案第２６号の審査を行います。

　本件については補足説明を省略し、質

疑に入ります。

　私立幼稚園の園児の保護者に対する補

助金交付条例の一部を改正する条例制定

の件です。質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○嶋野委員長　質疑なしと認め、質疑を

終わります。

　暫時休憩します。

（午後３時３１分　休憩）

（午後３時３２分　再開）

○嶋野委員長　再開します。

　議案第２７号の審査を行います。

　本件については、補足説明を省略し、

質疑に入ります。山本善信委員。

○山本善信委員　議案第２７号、これは

利用時間の延長ということですので、特

にこういう施設の場合に隣近所の皆さん

方がいろいろな形で影響を受けられます。

青少年グラウンドのときにもいろいろそ

ういったことであったわけですが、ご近

所に皆さん方に、この延長をどういうふ

うに説明され、どういうふうな理解でこ

の条例を出してこられたか、このことを

ちょっとまず。

　ご了解が得られているのかどうか、そ

の点もあわせてお聞かせいただきたいと

思います。

○嶋野委員長　中岡生涯学習部次長。

○中岡生涯学習部次長　この広場の周り

には、鳥飼西校区の２つの自治会がござ

いまして、自治会長さんにも去年の秋あ

たりから、ずっと延長のお話をさせてい

ただきました。

　１２月にもお伺いさせてもらって、自

治会の役員会等々にお話をしていただい

ております。過日も自治会の総会が開か

れた自治会がございまして、そちらの方

にも会長さんの方から説明し、ご理解も

いただいたということでご報告もいただ

いております。

　この日中の長い１時間、延長すること

に関して、地元にもさほど問題はないと

いう声を聞いておりますので、１時間延

長、他の連盟等々の方のご要望もござい

ますし、地元の理解も得られていると。

その後も２自治会の会長さんの方からも

特に申し出もございませんので、そういっ

た理解ができているものと思っておりま

す。

　また、鳥飼西の方の総会が近々にされ

ると聞いておりますので、そちらの方に

も十分ご理解していただくように努力し

ております。

○嶋野委員長　山本善信委員。

○山本善信委員　この場合は、あくまで

利用者の利便と申しますか、利用者の都

合がいいようにということがこの主題に
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なっていると思いますので、それだけに

近隣の皆さんに対する影響等を十分考え

ていただいて、今、対処していただいて

いるということは、よくわかりましたの

で、まだ一部、ちょっと先ほどのご答弁

では残っているようですから、そこも十

分納得していただいて、スムーズに事が

運ぶようにやっていただきたいと思いま

す。質問を終わります。

○嶋野委員長　ほかにありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○嶋野委員長　以上で質疑を終わります。

　暫時休憩いたします。

（午後３時３４分　休憩）

（午後３時３５分　再開）

○嶋野委員長　再開いたします。

　討論に入ります。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○嶋野委員長　討論なしと認め、採決し

ます。

　議案第１号所管分について、可決する

ことに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○嶋野委員長　賛成多数。よって、本件

は可決すべきものと決定しました。

　議案第９号所管分について、可決する

ことに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○嶋野委員長　賛成多数。よって、本件

は可決すべきものと決定しました。

　議案第２６号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○嶋野委員長　全員賛成。よって、本件

は可決すべきものと決定しました。

　議案第２７号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○嶋野委員長　全員賛成。よって、本件

は可決すべきものと決定しました。

　以上で、本委員会を閉会いたします。

（午後３時３７分　閉会）

委員会条例第２９条第１項の規定により

署名する。

文教常任委員長� 嶋野浩一朗

文教常任委員 � 石 橋 徳 治
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